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徳
川
幕
府
下
世
田
谷
郷
と
小
農
層
の
発
展

大

場

四
千
男

目

次

序
─
研
究
視
座
と
歴
史
分
析
に
つ
い
て

Ⅰ
部

中
世
期
平
家
の
侍
大
将
か
ら
吉
良
家
の
四
天
王
へ
の
転
変

㈠

中
世
豪
農
層
の
近
世
へ
の
移
行

Ⅱ
部

世
田
谷
郷
吉
良
家
家
臣
団
の
在
村
化
と
豪
農
層
の
発
展
形
態

㈠

世
田
谷
村
大
場
家
の
系
譜

①

本
家
の
大
場
豊
前
守
＝
平
家
侍
大
将
大
場
景
政
の
系
譜

㈡

平
家
侍
大
将
大
場
景
親
の
「
早
馬
」＝「
平
家
物
語
」

㈢
『
吾
妻
鏡
』
長
江
太
郎
義
景
の
系
譜

①

吉
良
家
の
四
天
王
大
場
豊
前
守
と
世
田
谷
郷
の
村
落
過
渡
形
態

②

世
田
谷
村
の
長
男
家
と
分
家
の
系
譜

Ⅲ
部

武
蔵
野
台
地
の
近
世
期

㈠

古
江
戸
城
時
代
の
武
蔵
野
台
地

㈡

新
江
戸
城
時
代
の
武
蔵
野
台
地

㈢

世
田
谷
郷
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行

⚑

豪
農
分
附
作
人
と
小
農
層
と
の
併
存
期

㈠

喜
田
見
村
の
豪
農
層

❟

豪
農
分
附
耕
作
＝
田
方

➈

本
百
姓
＝
小
農
層
の
主
作
＝
田
方

㈡

上
野
毛
村
の
豪
農
層

㈢

世
田
谷
村
の
豪
農
層

Ａ
㈠

田
方
耕
区
─
検
地
帳
分
析

❟

豪
農
＝
分
附
作
人
─
田
方
─
⚑
古
城
下

➈

本
百
姓
＝
小
農
の
主
作
田
独
立
自
営
農
民
層
─
二
十
四
人

㈡

松
原
橋
際
ゟ
羽
木
谷
共
─

❟

豪
農
＝
分
附
作
人
─
田
方

➈

本
百
姓
＝
小
農
の
主
作
─
田
方

㈢

へ
ほ
う
谷
ゟ
赤
堤
田
む
か
い
に
し
の
は
し

❟

豪
農
＝
分
附
作
人
─
田
方

➈

小
農
＝
本
百
姓
─
田
方

㈣

八
幡
前
─
田
方

❟

豪
農
＝
分
附
作
人

➈

小
農
＝
本
百
姓
─
田
方

Ｂ
㈠

畑
方
耕
区
─
検
地
帳
分
析

❟

畑
方
㈠
下
町
の
豪
農
＝
分
附
作
人
関
係

➈

下
町
の
小
農
＝
本
百
姓

㈡
❟

畑
方
耕
区
─
検
地
帳
分
析
─
上
町
の
豪
農
層

➈

上
町
本
百
姓
＝
小
農
耕
作
地

㈢
❟

世
田
谷
村
満
中
在
家
う
ら
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➈

満
中
在
家
う
ら
本
百
姓
＝
小
農
耕
作
地

㈣

孫
六
ヶ
谷
～
栗
原
前

❟

孫
六
ヶ
谷
豪
農
分
附
耕
作

➈

孫
六
ヶ
谷
小
農
＝
本
百
姓
耕
作

㈤

竹
之
上
松
原
ウ
ラ
畑
宮
之
上

❟

竹
之
浦
豪
農
分
附
耕
作

➈

竹
之
浦
本
百
姓
＝
小
農
耕
作

㈥

宮
上
・
浄
徳
院
・
へ
ぼ
う
谷

❟

宮
上
ゟ
へ
ぼ
う
谷
豪
農
分
附
耕
作

➈

宮
上
ゟ
へ
ぼ
う
谷
本
百
姓
＝
小
農
耕
作

㈣

近
世
期

純
粋
封
建
制
の
発
達

Ⅳ
部

近
世
期
世
田
谷
郷
・
小
農
層
の
両
極
分
解

㈠

一
六
七
四
年
馬
引
沢
村
の
豪
農
と
小
農
の
二
重
構
造

㈡

下
北
沢
村
の
小
農
層

Ⅴ
部

徳
川
幕
府
の
危
機
と
八
代
吉
宗
の
農
業
政
策

㈠

純
粋
封
建
制
と
世
界
史

㈡

吉
宗
の
質
地
小
作
制
と
法
的
検
討

㈢

吉
宗
の
小
農
政
策

一

農
地
解
放
＝
小
農
層
創
出
過
程

㈣

小
農
層
の
土
地
と
屋
敷
と
の
ワ
ン
セ
ッ
ト
世
襲
化
政
策

㈤

幕
府
の
近
世
村
落
構
造
＝
小
農
層
と
結
ぶ
五
人
組
制

結

び

序
─
研
究
視
座
と
歴
史
分
析
に
つ
い
て

「
北
海
道
農
業
の
到
達
点
と
担
い
手
の
展
望
」（
農
林
統
計
出
版
）
で
は
「
ワ

ン
マ
ン
フ
ァ
ー
ム
」（
夫
婦
の
う
ち
夫
が
一
人
で
大
型
機
械
を
稼
働
さ
せ
経
営

す
る
）
の
家
族
経
営
の
新
し
い
形
態
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

徳
川
幕
府
の
小
農
層
は
ま
さ
に
ワ
ン
マ
ン
フ
ァ
ー
ム
＝
家
族
経
営
形
態
で
あ

り
、
耕
地
と
屋
敷
と
を
一
対
＝
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
北
海

道
と
近
世
江
戸
時
代
と
の
家
族
経
営
で
は
同
じ
経
営
形
態
で
あ
り
、
近
世
と
現

代
の
農
業
形
態
の
共
通
性
は
日
本
農
業
の
地
政
学
に
由
来
す
る
同
質
性
の
現あ

ら
わ

れ
で
あ
る
と
考
え
る
。

徳
川
時
代
の
小
農
層
も
現
代
北
海
道
農
業
の
ワ
ン
マ
ン
フ
ァ
ー
ム
も
同
一
系

譜
の
歴
史
産
物
で
あ
り
、
同
一
系
譜
の
表
裏
関
係
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
研
究
視

座
と
歴
史
分
析
と
は
同
じ
地
政
学
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ

う
。
と
す
る
な
ら
、
中
世
か
ら
近
世
へ
、
さ
ら
に
近
代
か
ら
現
代
へ
の
日
本
農

業
の
慣
行
と
継
承
は
形
を
変
え
な
が
ら
も
連
続
し
て
続
い
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。こ

う
し
た
歴
史
の
慣
行
と
継
承
と
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ

と
が
出
来
る
の
は
現
代
の
到
達
点
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
な
方
法
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

本
論
は
小
農
層
の
中
世
、
戦
国
時
代
、
そ
し
て
近
世
徳
川
幕
府
へ
の
移
行
に

伴
な
う
変
化
、
発
達
そ
し
て
解
体
の
連
続
性
を
資
料
に
基
づ
い
て
世
田
谷
郷
に

焦
点
を
合
わ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
を
本
稿
の
課
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
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Ⅰ
部

中
世
期
平
家
の
侍
大
将
か
ら
吉
良
家
の
四
天
王
へ
の
転
変

㈠

中
世
豪
農
層
の
近
世
へ
の
移
行

徳
川
幕
府
は
農
民
政
策
と
し
て
⑴
小
農
層
を
村
落
共
同
体
の
主
要
な
本
百
姓

と
し
て
位
置
づ
け
、
⑵
小
農
の
五
人
組
制
に
よ
る
年
貢
納
付
を
村
落
共
同
体
の

義
務
と
し
て
課
す
る
。
小
農
層
と
村
役
人
が
村
落
共
同
体
の
主
体
と
し
て
行

政
・
立
法
・
司
法
の
三
権
を
掌
握
し
て
自
主
的
運
命
共
同
体
の
担
い
手
と
し
て

活
動
す
る
際
、
中
世
の
豪
農
的
地
主
は
同
時
に
近
世
に
移
行
し
て
小
農
の
村
役

人
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。

幕
府
の
農
業
政
策
立
法
の
10
条
に
は
「
名
田
畑
持
候
大
積
名
主
」
は
「
弐
拾

石
以
上
」
の
豪
農
層
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
の
中
世
的
豪
農
＝
館
主
豪
農

層
は
徳
川
中
期
に
も
見
出
さ
れ
、
郷
村
の
支
配
者
と
し
て
近
世
村
落
の
小
農
層

と
対
立
し
、
村
落
統
治
を
巡
り
村
を
二
分
す
る
争
い
と
な
る
。

何
故
中
世
の
豪
農
的
農
民
が
徳
川
家
康
の
統
治
し
よ
う
と
す
る
関
東
八
州
、

と
り
わ
け
武
蔵
野
台
地
に
巣
食
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
武
蔵
野
台
地
か
ら
江

戸
湾
に
か
け
て
の
湿
地
帯
の
平
野
は
北
條
氏
の
統
治
す
る
所
と
な
っ
て
お
り
、

と
り
わ
け
、
多
摩
郡
の
八
王
子
、
世
田
ヶ
谷
、
目
黒
に
か
け
て
足
利
一
族
の
血

縁
に
あ
る
吉
良
家
が
北
條
家
臣
団
の
戦
国
大
名
と
し
て
統
治
す
る
処
と
な
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
八
王
子
城
、
世
田
谷
城
の
戦
国
大
名
吉
良
家
は
豊
臣
秀
吉

に
よ
る
小
田
原
城
攻
め
で
吉
良
家
も
攻
め
立
て
ら
れ
る
が
、
吉
良
家
の
四
天
王

を
中
心
と
す
る
武
士
団
は
統
治
す
る
武
蔵
野
台
地
の
村
落
に
そ
の
ま
ゝ
定
着

し
、
徳
川
家
康
の
統
治
下
に
豪
農
層
と
し
て
そ
の
ま
ま
居
坐
る
こ
と
と
な
る
。

世
田
谷
城
主
代
理
で
も
あ
っ
た
吉
良
家
の
四
天
王
の
一
人
で
あ
る
大
場
家
は

家
康
の
統
治
下
で
世
田
谷
郷
三
十
ヶ
村
の
代
官
、
或
い
は
名
主
と
し
て
、
さ
ら

に
郷
農
的
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
、
根
を
下
す
の
で
あ
る
。
そ
の
郷
農
的
農
民

層
は
中
世
の
館
領
主
と
し
て
の
営い

と
な

み
、
十
町
歩
前
後
の
農
地
を
譜
代
分
附
下

人
に
耕
作
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
吉
良
家
の
四
天
王
を
中
心
と
す
る
館
主
＝
戦
国

武
士
層
は
家
康
の
検
地
の
下
に
村
落
の
名
主
、
或
い
は
豪
農
と
し
て
土
着
化
す

る
。家

康
が
武
蔵
野
台
地
を
切
り
開
き
、
そ
の
湿
地
帯
を
米
作
水
田
地
帯
へ
開
拓

す
る
に
は
ど
う
し
て
も
北
條
家
臣
団
、
と
り
わ
け
吉
良
家
の
武
士
団
の
定
住
に

よ
る
開
拓
領
主
と
し
て
の
力
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
吉
良
家
の
武
士
団
は
世
田
谷
郷
を
中
心
に
開
拓
領
主
と
し
て
新
し

い
豪
農
生
活
を
送
り
、
各
近
世
村
落
の
支
配
層
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
と
な

る
。徳

川
幕
府
の
農
業
政
策
は
小
農
層
を
核
に
す
る
純
粋
封
建
制
を
新
し
く
発
達

さ
せ
る
が
、
同
時
併
行
的
に
開
拓
領
主
と
し
て
戦
国
武
士
の
豪
農
的
支
配
に
も

依
存
す
る
二
重
性
格
を
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

八
代
吉
宗
は
徳
川
幕
府
の
小
農
層
と
対
立
す
る
豪
農
に
依
存
す
る
矛
盾
に
苦

し
み
な
が
ら
、
と
同
時
に
小
農
の
両
極
分
解
に
よ
る
零
細
農
へ
の
転
落
に
直
面

す
る
危
機
に
も
不
安
を
募つ

の

ら
せ
て
い
た
。
そ
の
原
因
は
㈠
家
康
の
貨
幣
政
策
に

由
る
貨
幣
経
済
の
発
達
で
あ
る
。
貨
幣
経
済
の
発
達
は
、
日
常
生
活
の
取
引
を

信
用
に
由
る
流
通
を
発
達
さ
せ
、
と
り
わ
け
米
を
貨
幣
と
し
て
位
置
づ
け
、
米

で
賃
金
の
支
払
に
す
る
こ
と
で
農
村
の
自
給
自
足
経
済
を
問
屋
制
前
貸
し
経
済

に
包
括
さ
せ
る
こ
と
を
育は

ぐ

く
む
の
で
あ
る
。
農
村
経
済
の
貨
幣
経
済
に
よ
る
包

括
化
は
江
戸
都
市
経
済
圏
へ
の
依
存
を
強
め
、
江
戸
廻
り
商
品
の
生
産
を
発
達

さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。

こ
う
し
た
農
村
の
貨
幣
経
済
化
は
ま
す
ま
す
発
達
し
、
年
貢
の
生
産
物
地
代
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（
＝
米
）
を
貨
幣
地
代
へ
変
え
、
さ
ら
に
土
地
の
商
品
化
、
つ
ま
り
土
地
の
売

買
を
促
す
結
果
と
な
り
、
土
地
を
売
買
す
る
小
農
の
経
済
危
機
を
生
み
出
す
。

こ
れ
に
加
え
、
農
民
の
負
担
と
な
っ
た
の
は
六
公
四
民
又
五
公
五
民
の
年
貢
率

の
高
さ
で
あ
る
。
年
貢
率
の
重
税
は
小
農
の
没
落
原
因
と
な
る
。

八
代
吉
宗
が
直
面
し
た
の
は
ま
さ
に
家
康
の
貨
幣
政
策
に
よ
る
大
量
の
金
銀

貨
の
改
鋳
発
行
で
あ
り
、
さ
ら
に
貨
幣
改
鋳
に
よ
る
物
価
騰
遺
＝
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
。
将
軍
の
経
済
政
策
は
米
の
増
産
に
よ
る
黒
字
へ
の
転
換
で
あ

る
。
幕
末
に
近
づ
く
ほ
ど
財
政
赤
字
は
五
〇
万
両
の
赤
字
を
毎
年
恒
常
的
に
続

け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
吉
宗
は
国
役
普
請
で
大
河
川
の
洪
水
対
策
を
進
め
米

作
の
安
定
的
収
穫
量
の
増
産
に
努
め
る
の
で
あ
る
。

吉
宗
が
徳
川
幕
府
の
中
興
の
祖
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
中
世
遺

産
の
豪
農
層
の
分
附
作
人
を
、
小
農
と
し
て
自
立
化
す
る
農
奴
解
放
を
推
進
し

て
小
農
階
層
の
発
展
に
寄
与
し
、
第
二
に
従
来
の
小
農
層
の
貨
幣
経
済
の
影
響

を
受
け
て
隷
細
化
し
、
没
落
す
る
の
を
阻
止
し
て
小
農
層
と
し
て
再
生
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。

吉
宗
は
質
地
小
作
制
を
導
入
し
て
年
貢
の
維
持
と
小
農
民
の
回
復
策
を
同
時

に
達
成
す
る
こ
と
で
、
幕
府
の
年
貢
水
準
の
維
持
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
吉

宗
は
質
地
小
作
制
に
よ
る
年
貢
の
継
続
を
確
立
す
る
と
同
時
に
、
水
田
農
業
の

安
定
化
を
図
る
た
め
洪
水
対
策
と
し
て
国
役
普
請
政
策
の
発
動
基
準
を
設
定
す

る
こ
と
で
防
水
と
水
稲
農
業
の
両
立
を
図
ろ
う
と
す
る
。

家
康
が
直
面
し
た
⑴
中
世
豪
農
層
問
題
、
⑵
小
農
層
の
維
持
策
と
し
て
一
町

歩
以
下
へ
の
耕
地
分
割
へ
の
規
制
政
策
、
そ
し
て
、
⑶
永
代
売
買
禁
止
策
へ
の

中
間
的
土
地
政
策
と
し
て
の
十
年
間
の
設
定
に
よ
る
小
農
層
の
維
持
策
等
は
徳

川
幕
府
の
衰
退
を
阻
止
し
、
そ
の
回
復
を
育
ん
で
前
半
の
百
三
十
年
か
ら
後
半

の
百
三
十
年
へ
の
中
間
点
を
通
過
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
す
の
で
あ
る
。

も
し
八
代
吉
宗
が
い
な
か
っ
た
ら
、
徳
川
幕
府
は
中
間
で
亡ほ

ろ

ん
で
い
た
で
あ
ろ

う
。世

田
谷
郷
は
徳
川
幕
府
の
小
農
層
の
発
達
を
分
析
す
る
の
に
最
適
の
地
域
で

あ
り
、
同
時
に
、
北
條
氏
と
吉
良
家
の
豪
農
層
の
在
村
化
す
る
典
型
的
な
地
域

で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
中
世
豪
農
層
と
近
世
小
農
層
と
が
同
時
併
存
的
に
共
存

す
る
過
渡
地
域
は
世
田
谷
郷
の
歴
史
的
特
質
で
あ
り
、
歴
史
分
析
の
対
象
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
地
域
で
あ
る
。
世
田
谷
郷
は
中
世
か
ら
近
世
、
さ
ら
に
近
代
に

お
い
て
日
本
経
済
を
支
え
、
今
日
東
京
の
高
級
住
宅
地
と
し
て
、
ま
た
東
京
一

の
人
口
地
帯
と
し
て
現
代
都
市
の
代
表
と
し
て
歩
み
続
け
て
い
る
。
そ
の
原
因

は
徳
川
幕
府
の
小
農
層
地
帯
に
由
来
す
る
と
考
え
る
。

Ⅱ
部

世
田
谷
郷
吉
良
家
家
臣
団
の
在
村
化
と
豪
農
層
の

発
展
形
態

家
康
は
小
田
原
城
主
北
條
氏
の
後
、
関
東
八
州
二
五
〇
万
石
の
城
主
と
し
て

関
東
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
北
條
氏
の
戦
国
大
名
と
し
て
活
躍
し
て
い

た
吉
良
氏
朝
・
頼
久
父
子
は
一
時
世
田
谷
城
か
ら
逃
れ
た
が
、
し
か
し
氏
朝
は

世
田
谷
に
戻
っ
て
弦
巻
村
に
在
村
し
て
引
退
し
た
。
家
臣
団
の
多
く
も
世
田
谷

郷
の
各
村
々
に
中
世
的
土
豪
と
し
て
住
み
つ
き
、
直
営
地
を
分
附
下
人
の
譜
代

隷
農
層
と
共
に
耕
作
し
て
村
の
名
主
兼
豪
農
的
耕
作
者
と
し
て
在
村
化
し
た
。

次
の
図
表
-⚑
は
世
田
谷
郷
に
帰
村
し
て
豪
農
と
し
て
第
二
の
人
生
を
送
る
吉

良
家
家
臣
の
帰
村
化
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

(4)(5)
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㈠

世
田
谷
村
大
場
家
の
系
譜

北
条
氏
政
の
家
臣
で
あ
る
吉
良
氏
朝
は
戦
国
大
名
と
し
て
世
田
谷
城
主
と
な

り
、
世
田
谷
郷
を
支
配
し
て
い
た
。
そ
の
家
臣
団
も
四
天
王
を
中
心
に
世
田
谷

郷
の
在
地
豪
農
と
し
て
住
み
つ
い
た
。
徳
川
家
康
は
そ
の
ま
ま
北
條
時
代
の
村

支
配
を
継
続
し
、
統
治
を
委ゆ

だ

ね
た
。
と
り
わ
け
世
田
谷
郷
は
二
十
ヶ
村
の
結
合

村
落
（
＝
郷
）
で
あ
り
、
世
田
谷
村
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
井
伊
直
政

が
関
ヶ
原
の
戦
い
で
、
さ
ら
に
井
伊
直
孝
は
大
坂
城
の
戦
闘
で
功
績
を
挙
げ
る

と
、
二
千
石
の
世
田
谷
郷
と
千
葉
の
佐
野
領
と
を
知
行
に
加
え
た
。
井
伊
家
は

老
中
職
の
任
務
か
ら
桜
田
門
に
屋
敷
を
か
ま
え
、
人
馬
の
供
給
の
た
め
世
田
谷

郷
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
井
伊
家
は
豪
徳
寺
を
菩
提
寺
と
し
た
。
豪
徳
寺

は
祠
堂
金
貸
付
を
世
田
谷
の
農
民
に
高
利
で
貸
し
付
け
て
村
人
の
重
い
負
担
と

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
世
田
谷
郷
の
村
人
に
課
さ
れ
る
桜
田
門
屋
敷
へ
の
役
夫
の

勤
め
は
世
田
谷
郷
の
人
々
の
苦
痛
と
窮
乏
化
と
を
持
た
ら
し
、
大
場
弥
十
郎
代

官
の
時
代
に
そ
の
頂
点
に
達
し
て
世
田
谷
郷
の
衰
退
原
因
と
な
っ
た
。

吉
良
家
の
戦
国
武
士
で
あ
る
四
天
王
は
大
場
豊
前
守
、
大
平
出
羽
守
、
関
加

賀
守
そ
し
て
軽
部
伊
賀
守
の
四
人
で
あ
り
、
世
田
谷
村
の
名
主
、
村
役
人
層
に

な
る
人
々
で
あ
り
、
と
同
時
に
中
世
的
豪
農
武
士
階
層
の
典
型
的
支
配
層
で
も

あ
っ
た
。

①

本
家
の
大
場
豊
前
守
＝
平
家
侍
大
将
大
場
景
政
の
系
譜

と
り
わ
け
、
注
目
す
べ
き
は
大
場
豊
前
守
の
家
系
で
あ
る
。
大
場
豊
前
守
は

平
家
の
侍
大
将
と
し
て
源
頼
朝
の
軍
を
打
破
り
、
平
家
の
天
下
を
支
え
た
将
軍

の
一
人
で
、
神
奈
川
県
藤
沢
市
で
国
衙
管
轄
の
厨

み
く
り
や

＝
大
庭
御み

厨く
り
や

を
統
轄
す

る
平
家
の
侍
大
将
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
大
場
豊
前
守
（
景
政
）
は
開
発
領
主

平
景
正
の
子
孫
で
あ
り
、
代
々
御
厨
司
・
下
司
職
を
世
襲
す
る
家
柄
で
あ
り
、

平
家
の
侍
大
将
と
し
て
源
頼
朝
軍
を
石
橋
山
の
戦
い
で
破
っ
た
戦
国
武
士
で
あ

る
。
大
場
景
政
は
鎌
倉
に
住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
鎌
倉
景
政
と
も
呼
ば
れ
、
次

の
図
表
-⚒
─
大
庭
氏
系
譜
の
鎌
倉
忠
道
の
四
男
と
し
て
活
躍
す
る
。
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徳川幕府下世田谷郷と小農層の発展

図表-1 世田谷郷吉良家臣の帰農村

村 家臣団
世田谷 ⚑ 大場

⚒ 関
⚓ 宇田川
⚔ 榎本
⚕ 安藤
⚖ 広戸
⚗ 小川
⚘ 是庭

若林 ⚙ 周防
太子堂 10 堀江

11 森
三宿 12 宇田川
池尻 13 橋本
下北沢 14 膳場
代田 15 斉田

16 山田
17 大場
18 秋本
19 柳下
20 清水

松原 21 田中
22 柏原
23 大庭

上北沢 24 榎本
烏山 25 並木
粕谷 26 粕谷

村 家臣団
船橋 27 鈴木
経堂 28 石和戸

29 松原
30 亀ヶ谷
31 長島

弦巻 32 榎本
馬引 33 白井
等々力 34 豊田

35 小池
奥沢 36 毛利
野良田 37 粕谷
上野毛 38 木村

39 田中
下野毛 40 原

41 土居山
瀬田 42 白井
岡本 43 山崎
鎌田 44 安藤
大蔵 45 河野

46 石井
47 安藤
48 清水
49 長嶋

祖師ヶ谷 50 内海

村 25 計家臣 50 人

（『新修世田谷区史』上巻 416 頁）



㈡

平
家
侍
大
将
大
場
景
親
の
「
早
馬
」＝

「
平
家
物
語
」

相
模
の
大
庭
景か

げ

親ち
か

が
源
頼
朝
の
進
軍
に
つ
い

て
福
原
の
平
家
へ
知
ら
せ
る
早
馬
で
駆
け
つ
け

る
が
、
そ
の
「
早は

や

馬う
ま

」
に
つ
い
て
『
平
家
物

語
』
巻
第
五
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

る
。

「
早は
や

馬う
ま

」

「
同
お
な
じ
き

九
月
二
日
、
相
模
国
の
住
人
大
場
三
郎

景
親
、
福
原
へ
早
馬
を
も
っ
て
申
け
る
は

「
去
さ
ん
ぬ
る

八
月
十
七
日
、
伊
豆
国
流
人
右
兵
衛
佐

頼
朝
、
し
う
と
北
條
四
郎
時
政
を
つ
か
は
し

て
、
伊
豆
の
目
代
、
和
泉
判
官
兼
隆
を
や
ま
き

の
館た
ち

で
夜
う
ち
に
う
ち
候
ぬ
。
其
後
土
肥
、
土

屋
、
岡
崎
を
は
じ
め
と
し
て
三
百
餘
騎
、
石
橋

山
に
立
籠
て
候
と
こ
ろ
に
、
景
親
御
方
に
心
ざ

し
を
存
ず
る
も
の
一
千
余
騎
を
引
率
し
て
、
お

し
よ
せ
せ
め
候
程
に
、
兵
衛
佐
七
八
騎
に
う
ち

な
さ
れ
、
お
ほ
童
に
た
ゝ
か
い
な
っ
て
、
土
肥

の
椙
山
す
ぎ
や
ま

へ
に
げ
こ
も
り
候
ぬ
。
其
後
畠
山
五
百

余
騎
で
味
方
を
つ
か
ま
つ
り
、
三
浦
大
介
義
明

が
子
共
、
三
百
余
騎
で
源
氏
方
を
し
て
、
由

井
、
小
坪
の
浦
で
た
ゝ
か
ふ
に
、
畠
山
い
く
さ

に
ま
け
て
武
蔵
国
へ
ひ
き
し
り
ぞ
く
。
そ
の
後

畠
山
が
一
族
、
河
越
・
稲
毛
・
小
山
田
・
江

(6)(7)
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図表-2 大庭氏系譜

景
家 

除
沢
次
郎

景
行 

桑
原
五
郎

明
義

◎長
江
五
郎

義
景

景
次 

号
小
太
夫

＊
影
政 

号
権
五
郎

景
信

友
景

景
俊
景
行
家
茂

景
茂

高
橋 

に
被
誅
る

影
時 

号
平
三

景
清 

同
五
郎

景
長 

同
太
郎

景
久 

梶
原
太
郎

景
道 
鎌
倉
権
太
夫

大
庭
三
郎

石
橋
合
戦
の
後
、
源
氏
に
帰
降
、

父
子
共
被
斬
了

景
親

景
俊 

豊
田
次
郎

出
羽
権
守

号
懐
嶋
平
権
守

景
能

景
宗 

大
庭
権
守

景
明

景
村

（
大
場
）

鎌
倉
忠
道

景
剣
景
真
景
定
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戸
・
葛
西
・
其
外
七
党
の
兵
ど
も
三
千
余
騎
を
あ
ひ
ぐ
し
て
、
三
浦
衣
笠
の
城
に

お
し
よ
せ
て
せ
め
た
ゝ
か
ふ
。
大
介
義
明
う
た
れ
候
ぬ
。
子
共
は
く
り
浜
の
浦
よ

り
舟
に
の
り
、
安
房
・
上
總
へ
わ
た
り
候
ぬ
」
と
こ
そ
申も
う
し

た
れ
。

（『
平
家
物
語
』
上
⚓
⚔
⚔
─
⚓
⚔
⚕
頁

岩
波
書
店
)

以
上
の
よ
う
に
、
大
場
景
親
は
、
石
橋
山
の
戦
い
で
源
氏
の
軍
を
破
り
、
敗
退

す
る
頼
朝
軍
は
く
り
浜
よ
り
舟
で
千
葉
の
安
房
・
上
総
へ
逃
去
っ
た
旨
を
福
原
の

平
家
へ
報
告
す
る
早
馬
の
使
者
で
あ
っ
た
。」

（『
平
家
物
語
』)

㈢
『
吾
妻
鏡
』
長
江
太
郎
義
景
の
系
譜

『
吾
妻
鏡
』
は
寿
永
元
年

(一
一
八
二
）
二
月
八
日
の
日
に
頼
朝
の
御
願
書
を
伊
勢
太
神
宮

に
奉
納
す
る
使
者
と
し
て
長
江
太
郎
義
景
（
大
庭
氏
系
譜
の
◎
印
影
政
─
景
次

─
義䀝

景䀝

（
長
江
五
郎
）
を
選
出
す
る
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い

る
。「

二
月
八
日
、
己つ
ち
の

酉と
り

。（
頼
朝
が
）
御
願
書
を
伊
勢
太
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
。
大た

夫ゆ
う
の

属さ
か
ん

入
道
善
信
（
三
善
康
信
）
が
草
案
を
献
上
し
た
。
こ
れ
は
四
海
泰
平
・
万

民
農
楽
の
た
め
と
い
う
。（
度
会
）
光
倫
は
、
衣
冠
を
着
て
御
所
に
参
り
、
こ
れ

を
賜
る
と
す
ぐ
に
出
発
し
た
。
中ち
ゅ
う

四し

郎ろ
う

（
中
原
）
維
重
が
副そ

え
ら
れ
た
。
長
江

太
郎
義
景
（
系
譜
◎
長
江
五
郎
）
が
神
宝
献
上
の
担
当
者
と
し
て
同
じ
く
出
発
し

た
。
義
景
は
、
先
祖
の
権
五
郎
（
鎌
倉
）
景
政
が
一
段
の
信
心
に
よ
っ
て
去
る
永

久
五
年
十
月
二
十
三
日
に
私
領
の
相
模
国
大お
お

庭ば
の

御み

厨く
り
や

を
神
宮
に
寄
進
し
て
お
り
、

そ
の
三
代
の
孫
で
あ
る
義
景
が
最
も
神
の
思お
ほ

し
召
し
に
叶
う
で
あ
ろ
う
と
、
御
審

議
を
経
て
選
ば
れ
た
と
い
う
。」

（『
吾
妻
鏡
』─
98
頁
)

源
平
合
戦
後
大
場
家
は
姿
を
歴
史
か
ら
消
え
、
再
た
び
登
場
す
る
の
は
小
田

原
北
条
氏
の
血
縁
と
し
て
の
吉
良
家
の
家
臣
と
し
て
で
あ
る
。
吉
良
家
は
足
利

家
の
血
筋
を
引
く
高
家
と
し
て
、
又
戦
国
大
名
と
し
て
北
条
氏
に
仕
え
、
世
田

谷
城
主
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①

吉
良
家
の
四
天
王
大
場
豊
前
守
と
世
田
谷
郷
の
村
落
過
渡
形
態

吉
良
氏
の
四
天
王
を
含
め
る
戦
国
大
名
の
家
臣
団
五
〇
人
が
村
落
二
十
五
ヶ

村
に
広
汎
に
定
住
す
る
が
、
そ
の
際
吉
良
家
の
在
村
武
士
は
中
世
的
豪
農
兼
開

拓
領
主
と
な
っ
て
い
た
。
在
村
化
す
る
武
士
の
豪
農
経
営
は
平
均
二
十
町
歩
の

直
営
地
を
耕
作
す
る
分
附
作
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
他
方
、
家
康
が
関
東
八

州
に
移
り
、
江
戸
幕
府
を
開
く
と
、
家
康
は
こ
れ
ら
中
世
的
豪
農
層
を
開
拓
領

主
と
し
て
、
ま
た
、
直
営
地
二
十
町
歩
前
後
を
経
営
す
る
豪
農
層
と
し
て
認

め
、
検
地
の
担
当
者
と
す
る
。
世
田
谷
二
十
ヶ
村
は
こ
れ
ら
吉
良
家
豪
農
武
士

の
五
十
人
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
。
こ
の
吉
良
家
家
臣
団
の
在
地
化
は
世
田
谷

郷
を
豪
農
層
と
小
農
層
と
の
混
合
す
る
過
渡
形
態
の
地
域
に
す
る
。
そ
し
て
世

田
谷
郷
二
十
ヶ
村
と
そ
の
統
治
者
で
あ
る
名
主
、
庄
屋
の
頂
点
に
立
つ
の
は
吉

良
氏
の
四
天
王
の
一
人
で
あ
る
大
場
越
後
守
で
あ
る
。

②

世
田
谷
村
の
長
男
家
と
分
家
の
系
譜

前
述
し
た
よ
う
に
、
平
家
の
侍
大
将
で
あ
っ
た
大
場
豊
前
守
景
政
を
祖
と
す

る
大
場
豊
前
守
は
主
家
で
あ
る
吉
良
家
の
支
配
に
伴
っ
て
北
條
時
代
に
世
田
谷

城
主
と
し
て
支
配
し
て
い
た
が
、
吉
良
家
の
没
落
に
伴
っ
て
在
地
し
て
い
る
世

田
谷
村
上
町
に
定
住
し
、
同
時
に
世
田
谷
郷
を
支
配
す
る
代
官
と
し
て
の
地
位

に
就
く
の
で
あ
る
。

(6)(7)
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Ⅲ
部

武
蔵
野
台
地
の
近
世
期

㈠

古
江
戸
城
時
代
の
武
蔵
野
台
地

源
頼
朝
が
平
家
打
倒
の
軍
を
起
こ
す
の
旨
を
速
報
す
べ
く
「
早
駆
」
け
を

行
っ
た
大
場
景
政
は
福
原
の
平
家
へ
事
変
を
知
ら
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の

足
取
り
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
北
條
氏
の
吉
良
家
の
家
臣
と
し
て
登
場
す
る
。

北
條
氏
は
関
八
州
を
支
配
し
、
豊
臣
秀
臣
と
天
下
を
二
分
す
る
戦
国
大
名
と
し

て
名
を
覇は

せ
て
い
た
。
吉
良
氏
は
武
蔵
台
の
世
田
谷
城
に
住
み
、
武
蔵
野
湿
地

帯
を
水
田
開
発
す
る
豪
農
武
士
団
と
し
て
世
田
谷
城
を
拠
点
に
し
て
活
路
を
切

り
開
こ
う
と
し
て
い
た
。

世
田
谷
城
と
目
と
鼻
の
距
離
に
あ
る
古
江
戸
城
は
既
に
太
田
道
灌
に
よ
っ
て

長
禄
元
（
一
四
五
七
）
年
に
次
の
図
表
-⚓
の
よ
う
に
築
か
れ
て
い
た
。

こ
の
古
江
戸
城
は
子
城
、
中
城
そ
し
て
外
城
と
三
重
に
な
っ
て
い
て
、
日
比

谷
入
江
と
神
田
川
と
に
挟は

さ

ま
れ
て
い
る
台
地
の
上
に
聳そ

び

え
、
前
方
に
江
戸
湾
、

後
ろ
に
武
蔵
台
地
に
挟は

さ

ま
っ
て
い
る
。

こ
の
図
表
-⚓
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
古
江
戸
城
は
武
蔵
野
台
地
か
ら
江
戸
湾

へ
流
れ
込
む
根
利
川
、
石
井
川
、
神
田
川
、
赤
坂
溜
池
、
平
川
等
の
土
砂
に

よ
っ
て
湿
地
の
平
野
地
帯
を
形
成
し
、
開
拓
に
よ
っ
て
日
本
一
の
水
田
地
帯
の

可
能
性
を
秘
め
る
肥
沃
な
平
野
地
帯
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
徳
川
家
康
が
二
五
〇
万
石
の
関
東
八
州
へ
移
封
さ
れ
る
や
、
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
吉
良
家
の
武
士
団
は
支
配
地
に
開
拓
領
主
と
し
て
定
着

し
、
豪
農
の
直
轄
地
経
営
に
乗
り
出
し
、
二
十
町
か
ら
十
町
規
模
の
豪
農
的
経

営
に
従
事
し
、
と
同
時
に
村
落
共
同
体
の
支
配
階
層
と
し
て
定
着
す
る
点
に
つ

(8)(9)
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図表-3 長禄（1457）の江戸城

北

東

西

尾
久

十
条
村

志
村

利
根
川

金杉

浅草

谷村

下
谷不

忍
池

駒
込
村本

郷
村

小
石
川

落
合

石
神
井

神
田
村

神
田
川

市
ヶ
谷

小
日
向

牛
込

江戸湾

古
江
戸
城

桜
田
門

古江戸城赤
坂
溜
池

比
び
谷

四
ツ
谷

千
駄
谷上

渋
谷

高
縄

三
田
村北

品
川

南
品
川

世田谷郷
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い
て
既
に
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

㈡

新
江
戸
城
時
代
の
武
蔵
野
台
地

他
方
、
関
ヶ
原
の
戦
い
、
さ
ら
に
大
坂
城
の
戦
い

で
手
柄
を
挙
げ
続
け
る
井
伊
直
政
と
直
孝
親
子
は
江

戸
幕
府
の
老
中
職
を
世
襲
す
る
地
位
を
確
立
し
、
さ

ら
に
桜
田
門
屋
敷
に
加
え
て
追
加
と
し
て
元
和
十
年

世
田
谷
郷
を
加
増
さ
れ
た
。

井
伊
直
孝
は
寛
永
十
（
一
六
三
三
）
年
、
分
家
の

三
代
大
場
市
之
丞
盛
長
を
世
田
谷
郷
代
官
役
に
抜
擢

し
た
。
以
後
、
大
場
分
家
は
十
三
代
迄
代
官
職
を
続

け
、
そ
の
系
譜
は
下
の
図
表
-⚔
Ａ
に
要
約
さ
れ
る
。

世
田
谷
代
官
と
大
場
家
分
家
の
就
任

一
代
目
代
官

大
場
市
之
丞

→分家
二
代
目
代
官

大
場
六
兵
衛

本家←
三
代
目
代
官

大
場
弥
十
郎
（
養
子
）

四
代
目
代
官

大
場
鈴
之
助

五
代
目
代
官

大
場
興
一

六
代
目
代
官

大
場
弥
之
助

図
表
-⚔
Ｂ
の
要
約
は
大
場
家
の
分
家
初
代
市
之

丞
か
ら
六
代
目
ま
で
世
田
谷
代
官
を
世
襲
す
る
が
、

内
二
名
が
年
貢
未
収
納
の
た
め
、
闕け

っ

所し
ょ

の
罪
に
よ
り

(8)(9)
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図表-4A 大場家本家・分家系譜

② 

吉重吉方吉寛

市左衛門

初代
7町 5反市之丞① 

吉隆
（分家）

吉之
織部

（五太夫家）
義隆
豊前守新左衛門

鈴之助準之助
栄次郎

養子
源吾の子

与一景福景長準之助源吾養子弥十郎
養子源吾＝代官

久次郎盛征
上町大場家

代官 代官
7 盛政
　（六兵衛）

上町名主＝世田谷新家＝宿場

6 盛房
　弥五左衛門
　名主
　六兵衛

5 盛安
　5代目
　弥五右衛門
　4町

4 盛信
　六兵衛
　9町 3反

　六兵衛
3 盛長
　（長男家）

　外記
2 房勝

　越前守弥右衛門
1 信久
　（四天王）

上町大場家

大場景茂
対馬守弥右衛門

代官

図表-4B 世田谷代官大場家の系譜

大場
系譜 名前 没年

信友 彌左衛門丞 対馬守
初代 信久 父 彌左衞門（越後守信久） 越後守 吉良四天王の⚑人 慶長四年
二代 父 房勝子(上町) 大場外記房勝 上町(新宿)に住む 寛永三年

三代 子 盛長（本家） 六兵衛（大場市之丞）
① 元文四年追放

初代世田谷代官
(大場家分家)

寛永十五年
四代 盛信 六兵衛 上町名主 寛文三年
五代 盛安 彌五右門 世田谷村名主 宝永三年
六代 盛房 源五左衛門 世田谷村名主 新宿問屋役 延享二年

七代 盛政（分家） 六兵衛（世田谷代官）
② 追放

上宿名主 二代目代官
(大場本家)

明和元年

八代 盛征 (久治郎（世田谷代官見習）六兵衛
久野弥十郎を養子とする
③三代目代官 文化元年

九代 興弘 源吾（養子） 養子 世田谷代官四代 寛政四年
十代 景運 弥十郎 養子 世田谷代官 四代目代官 天保七年
十一代 景長 鈴之助 世田谷代官四代目 安政四年
十二代 景福 養子 興一 代官役見習→五代目代官 慶応元年
十三代 信愛 弘之助 養子 六代目代官 明治三十二年
十四代 信続

（「世田谷区史」上巻 258-259 より作成）



家
・
土
地
の
取
上
げ
及
び
追
放
の
罪
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
が
、
世
田
谷
郷
の

平
和
と
安
全
に
貢
献
し
た
。
大
場
本
家
は
弥
十
郎
か
ら
明
治
ま
で
代
官
を
勤
め

る
。
そ
し
て
明
治
に
入
る
と
、
大
場
家
本
家
は
代
官
か
ら
区
長
に
任
命
さ
れ
、

ま
た
、
世
田
谷
信
用
金
庫
を
設
立
し
て
世
田
谷
区
民
へ
の
信
用
授
受
を
通
し

て
、
世
田
谷
区
を
東
京
一
の
人
口
と
高
級
住
宅
街
へ
の
発
達
に
金
融
的
支
援
を

続
け
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

㈢

世
田
谷
郷
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行

⚑

豪
農
分
附
作
人
と
小
農
層
と
の
併
存
期

㈠

喜
田
見
村
の
豪
農
層

文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の
「
喜
多
見
郷
御
縄
打
水
帳
」
に
よ
れ
ば
豪
農
は

図
表
-⚕
に
示
さ
れ
る
惣
右
衛
門
、
新
兵
衛
、
図
書
の
三
人
で
あ
り
、
直
営
地
を

耕
作
す
る
分
附
＝
作
人
を
働
か
せ
て
い
た
。
喜
田
見
村
は
、
⑴
お
ほ
嶋
、
⑵
寺

ノ
内
、
⑶
そ
の
他
の
三
農
地
か
ら
構
成
さ
れ
、
豪
農
の
分
附
耕
作
人
と
本
百
姓

＝
小
農
（
＝
主
作
）
と
の
混
合
二
重
構
造
を
展
開
さ
せ
る
特
異
な
村
で
あ
る
。

〈
⚑
〉
お
ほ
嶋
は
❟
豪
農
分
附
形
態
と
➈
本
百
姓
＝
小
農
層
と
の
混
合
形
態

と
を
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

❟

豪
農
分
附
耕
作
＝
田
方

図
表
-⚕
は
⚔
人
の
豪
農
の
直
営
地
を
分
付
作
人
に
耕
作
さ
せ
て
い
る
。

➈

本
百
姓
＝
小
農
層
の
主
作
＝
田
方

図
表
-⚖
は
十
七
名
の
小
農
＝
本
百
姓
に
よ
る
経
営
形
態
で
あ
る
。

〈
⚒
〉
寺
ノ
内
地
域
は
豪
農
層
と
し
て
⑴
新
兵
衛
、
⑵
茂
兵
衛
、
⑶
年
次
郎
、

⑸
玄
蕃
、
⑹
新
右
衛
門
、
⑺
将
監
、
㈧
内
蔵
助
、
⑼
助
五
郎
等
の
九
人
の
豪
農

層
の
支
配
と
な
る
。
九
人
の
豪
農
層
は
図
表
-⚗
に
示
さ
れ
る
。
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図表-5 喜田見村おほ嶋の豪農層の経営
①おほ嶋豪農＝分附小作

分 作 歩
①
地
主
＝
小
作

惣右衛門分 新左衛門作 一反一畝廿二歩
新兵衛分 弥二郎作 一反四歩
同 分 弥二郎作 一反九畝歩
図書 分 五郎三郎作 一反五畝五歩
新兵衛分 弥七作 一反九畝二歩
同 分 弥二郎作 二反二畝十五歩
同 分 弥七郎作 一反三畝十三歩
同 分 弥七郎作 二畝廿七歩
新兵衛分 惣右衛門作 二畝廿歩
図書 分 七郎左衛門作 四反四畝廿四歩

図表-6 ①おほ嶋区の小農経営

小農 直接耕作 田畑地
①
自
作
農

新右衛門分 主作 五反九畝五十八歩
与三右衛門分 主作 二反七畝十一歩
新左衛門分 主作 六反二畝六十一歩
弥五郎分 主作 三反七畝五八歩
十郎左衛門分 主作 五反四畝卅四歩
茂兵衛分 主作 七反八畝四十五歩
惣右衛門分 主作 二反四畝八十二歩
図書分 主作 九反二畝六十四歩
九郎左衛門分 主作 一反七畝四十八歩
新兵衛分 主作 八反一畝五十四歩
与二郎分 主作 三反九畝四十三歩
玄蕃分 主作 六反三畝三十歩
内匠分 主作 一反九畝二十四歩
神右衛門分 主作 一反四畝十七歩
善六郎分 主作 四畝十歩
観知坊分 主作 一反一畝四歩
甚四郎分 主作 一反五畝十二歩



図
表
-⚗
は
寺
ノ
内
耕
区
の
豪
農
経
営
を
現
わ
し
て
い
る
。

他
方
、
豪
農
層
か
ら
は
小
百
姓
と
し
て
独
立
し
、
耕
地
を
主
作
す
る
小
農
＝

本
百
姓
三
十
七
名
は
図
表
-⚘
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

図
表
-⚘
は
五
反
層
以
下
の
本
百
姓
＝
小
農
の
形
成
を
物
語
り
、
分
付
小
作

人
か
ら
独
立
本
百
姓
へ
の
転
換
を
示
し
て
い
る
。

③
よ
こ
た
地
域
─
こ
の
地
区
で
の
豪
農
層
は
新
兵
衛
一
人
で
分
附
作
人
弥
次

郎
に
十
六
歩
を
耕
作
さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

他
方
、
よ
こ
た
地
域
の
小
農
＝
本
百
姓
は
次
頁
の
図
表
-⚙
に
示
さ
れ
る
九

人
と
な
り
、
小
農
層
の
多
数
に
及
び
、
小
農
層
の
優
位
は
豪
農
層
か
ら
解
放
さ

れ
、
近
世
の
小
農
＝
本
百
姓
層
へ
の
移
行
を
物
語
り
、
徳
川
幕
府
の
年
貢
を
支

え
る
こ
と
と
な
る
。
喜
田
見
村
は
豪
農
層
か
ら
小
農
層
へ
移
行
し
、
近
世
村
落

へ
発
展
し
よ
う
と
す
る
先
進
的
村
落
の
一
つ
で
あ
り
、
農
奴
解
放
の
典
型
的
村

で
も
あ
っ
た
。

次
に
世
田
谷
郷
喜
田
見
村
の
豪
農
と
小
農
民
と
は
三
角
形
の
上
中
下
層
に
分

(10)(11)
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図表-7 ②寺ノ内区の豪農層経営
②寺ノ内寺 地主＝小作 畑

分 作 歩
②
分
附
＝
小
作

新兵衛分 弥二郎作 一反二畝廿五歩
同 分 甚三郎作 四畝十八歩
茂兵衛分 清九郎作 廿九歩
与次郎分 源左衛門作 一反一畝六歩
新兵衛分 弥郎三作 一畝廿六歩
与次郎分 彦右衛門作 一畝十歩
同 分 ぬい左衛門作 九畝十八歩
玄蕃分 弥七郎作 八畝十三歩
茂兵衛分 新二郎作 六畝廿歩
新兵衛分 新二郎作 一反三畝 歩
茂兵衛分 新二郎作 五畝四歩
与次郎分 彦右衛門作 一反二畝十二歩
新兵衛分 六兵衛作 八畝 歩
同 分 弥右衛門作 一反二畝 歩
新左衛門分 源左衛門作 五畝廿六歩
将監分 喜十作 一反九畝十歩
内蔵助分 善左衛門作 三畝十八歩
新兵衛分 源右衛門作 二畝四歩
助五郎分 弥三右衛門作 二畝廿歩
新兵衛分 喜十作 九畝三歩

図表-8 ②寺之内区の小農層経営

②
自
作
農

寺ゆき 主作 〈自作農〉
宝樹院分 主作 六反一畝七八

一畝四九
弥兵衛分 主作 七畝十四歩
内匠分 主作 八反二畝六十
甚右衛門分 主作 七反四畝九二
与楽斎分 主作 五反九畝四歩
新右衛門分 主作 三反二畝
甚四郎分 主作 六反五畝九九
観智坊分 主作 九畝八歩
十郎左衛門分 主作 二反四畝卅歩
与三右衛門分 主作 四反三畝十一歩
図書分 主作 一反六七歩
新兵衛分 主作 五反七畝八六歩
②自作農
九郎左衛門分 主作 九反一畝八九歩
与三右衛門分 主作 四反五畝十五歩
清六分 主作 四反五畝八八歩
石井分 主作 二反六畝二二歩
玄番分 主作 四反九畝九二歩
甚三郎分 主作 八畝廿五歩
藤左衛分分 主作 四反二畝三一
茂兵衛分 主作 五反四畝十三
十右衛門分 主作 五反六二

与四郎分 主作 五畝一五歩
源左衛門分 主作 三反六畝四五
原右衛門分 主作 七反五二
与次郎分 主作 四反五畝五八
善六分 主作 一反三畝 歩
六兵衛分 主作 一反三畝廿六歩
小三郎分 主作 一反一畝十八歩
三郎三右衛門分 主作 三反二畝五八歩
弥左衛門分 主作 五反八畝三三歩
孫右衛門分 主作 一反六畝廿四歩
弥三郎分 主作 三畝十五歩
惣右衛門分 主作 四反四畝二二
内蔵助 主作 六反四畝三九歩
清左衛門分 主作 一反九畝四八
源次郎分 主作 一反六畝 歩



類
す
る
と
図
表
-10
の
よ
う
に

な
る
。
こ
の
三
角
型
小
農
階
層

分
解
は
一
反
～
五
反
迄
の
下
層

小
農
で
六
割
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ
に
一
反
歩
以
下
の
十
一
人

（
二
〇
％
）
を
加
え
る
と
下
層

農
は
八
割
を
占
め
て
い
る
。

徳
川
幕
府
の
小
農
政
策
は
中

世
の
分
附
作
人
を
小
農
＝
本
百

姓
へ
独
立
さ
せ
、
年
貢
率
六
公

四
民
の
高
い
税
率
に
基
づ
い
て

三
千
万
石
を
全
国
か
ら
収
納
す

る
こ
と
で
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
高
年
貢
負
担
を
小
農
層
に
課
し
て
い

る
。
こ
の
重
い
年
貢
率
は
長
期
に
見
れ
ば
小
農
民
＝
本
百
姓
の
困
窮
化
を
招

き
、
こ
の
た
め
、
吉
宗
が

質
地
小
作
制
を
制
度
化
す

る
原
因
と
も
な
る
。

こ
の
喜
田
見
村
の
豪
農

層
は
吉
良
家
の
家
臣
団
に

よ
る
在
地
化
の
系
譜
を
引

く
家
臣
団
で
あ
る
点
に
つ

い
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
惣
右
衛
門
、
新
兵
衛
、

図
書
、
玄
蕃
、
将
監
、
内

蔵
助
等
は
武
家
の
名
前
で
あ
る
。
小
さ
な
喜
田
見
村
に
在
地
化
し
た
吉
良
家
の

武
士
は
徳
川
家
康
の
支
配
す
る
世
田
谷
郷
の
豪
農
層
と
し
て
分
附
小
作
に
よ
っ

て
在
地
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
前
述
し
た
所
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、

中
世
的
豪
農
層
は
近
世
へ
の
移
行
の
中
で
分
附
作
人
を
小
農
＝
本
百
姓
へ
独
立

さ
せ
て
近
世
小
農
層
へ
の
解
放
を
行
な
い
、
且
つ
手
元
に
譜
代
下
人
を
奉
公
人

と
し
て
雇
い
続
け
、
村
落
共
同
体
の
支
配
者
と
し
て
代
官
の
支
配
を
受
け
る
村

の
名
主
、
年
寄
層
と
な
る
。
八
代
吉
宗
が
指
摘
す
る
二
十
町
歩
、
或
い
は
十
町

歩
の
大
農
民
は
豪
農
層
と
し
て
生
き
続
け
て
い
る
こ
れ
ら
の
豪
農
層
を
指
す
の

で
あ
る
。

㈡

上
野
毛
村
の
豪
農
層

次
に
、
豪
農
層
が
耕
作
地
を
分
附
小
作
に
耕
作
さ
せ
、
村
の
支
配
権
を
確
立

す
る
こ
と
は
世
田
谷
郷
上
野
毛
村
で
も
同
様
の
事
態
と
な
っ
て
進
行
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

上
野
毛
村
は
耕
区
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
。

㈠
宮
前
耕
区
の
豪
農
は
㈠
筑
後
、
㈡
外
記
と
㈢
助
七
郎
の
三
人
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
助
七
郎
は
小
農
と
し
て
主
作
す
る
本
百
姓
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
、
㈠
豪
農
と
㈡
小
農
と
の
二
面
性
を
有
す
る
特
異
な
農
民
で
あ
る
。

㈠
豪
農
に
属
す
る
分
附
作
人
は
一
宮
前
耕
区
で
次
の
よ
う
に
譜
代
下
人
と
し

て
豪
農
の
直
営
地
の
作
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
図
表
-11
に
示
さ
れ
る
。

村
の
作
人
＝
譜
代
下
人
は
全
て
㈠
筑
後
、
㈡
外
記
そ
し
て
㈢
助
七
郎
の
三
人

の
豪
農
層
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
独
立
本
百
姓
＝
小
農
層
を
見
出
せ
な

い
中
世
の
豪
農
層
の
再
現
と
思
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
。

㈡
東
前
・
宮
之
前
耕
区
で
は
助
七
郎
が
豪
農
と
し
て
加
わ
っ
て
い
て
、
豪
農

(12)(13)

徳川幕府下世田谷郷と小農層の発展

図表-9 ③よこた地区の豪農と小農
よこた

新兵へ分 弥次郎作 十六歩
③
自
作
農

十左衛門分 ⃝田主作 一反一畝六歩
新六分 ⃝田主作 十畝二
同 分 畑 主作 七畝四二歩
新左衛門 ⃝田主作 三畝二二
茂兵へ分 ⃝田主作 一反四畝六一歩
新兵へ分 ⃝田主作 九畝十歩
甚右衛門 主作 二反二畝八十歩
新右衛門 主作 四畝二
五郎三郎 主作 二畝六
惣左衛門 主作 一反二畝

図表-10 世田谷郷喜田見村の
階層分解図

1 反

5 反

8 反

55 人
11 人（20％）零細農

33 人
（60％）

下

9
（16％）

中

4
（7％）
上

1町以上
豪農層

⑴

小
農
＝
本
百
姓



層
は
三
人
と
な
り
、
分
附
作
人
は
五
人
で
あ
る
。

図
表
-12
は
豪
農
支
配
型
で
あ
る
。

㈢
小
農
層
は
図
表
-13
に
示
さ
れ
る
次
の
三
人
で
あ
る
が
、
実
態
は
筑
後
、

外
記
、
助
七
郎
の
い
ず
れ
か
の
分
附
作
人
＝

譜
代
下
人
と
し
て
作
人
に
な
っ
て
い
る
。

近
世
村
落
の
小
農
は
五
反
の
耕
作
地
と
屋
敷
と
を
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
し
て
い
る

こ
と
を
必
要
条
件
と
し
て
い
る
が
、
下
野
毛
村
で
は
豪
農
の
筑
後
、
外
記
、
助

七
郎
は
館や

か
た

の
中
に
分
附
農
民
＝
下
人
の
家
屋
敷
を
有
し
、
分
附
作
人
の
家
族

(12)(13)
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図表-11 上野毛村の豪農＝分附小作人一宮前地区
一宮前・坂上・くねそへ・谷口・坂口・東・宮上・東之上・スクモツカ

分 作 田 畑

○築後 分 助左衛門作 一畝二歩
同 分 善五郎作 三反十八
同 分 彦十郎作 六畝十八
同 分 松助作 二反四畝五十六
同 分 神四郎分 三畝二十二歩
同 分 覚願寺作 七畝
同 分 太郎左衛門作 五畝六歩
同 分 善七郎作 八畝三 三反二畝五一
同 分 助三郎作 一反一畝十
同 分 助二郎作 六反三畝二九
同 分 清十郎作 七畝十四
同 分 神二郎作 二反二十三
同 分 助十郎作 六畝三七
同 分 清右衛門作 一反四畝九
同 分 弥左衛門作 五畝十八
同 分 杢助作 二畝二十四
同 分 右京作 二畝二十二
同 分 彦三郎作 九畝十八
同 分 東光坊作 一反七畝三十
同 分 又四郎作 二十四歩
◇筑後 分 主作 二反二畝十四 二町七反七畝九
◇外記 分 主作 四反二畝四十三 一町一畝二十七
外記 分 東光坊作 二反二畝十二
同 分 助左衛門作 三畝十二
同 分 又四郎作 一反七畝三十二

分 作 田 畑

同 分 弥左衛門作 九畝二十六
同 分 彦十郎作 一反七畝七十二歩
同 分 惣左衛門作 四畝
同 分 松助作 七畝六十五
同 分 神二郎作 八畝三十二
同 分 助十郎作 一反八畝三十歩
同 分 彦七郎作 七畝七十
同 分 清十郎作 八畝
同 分 助二郎作 七畝十五

図表-12 上野毛村の豪農＝分附作人－東前・宮之前地区
二東前・宮之前

分 作 田 畑
◇筑後分
同 分 善七郎作 三畝十八
同 分 主作 四反一畝八十八歩 四反九畝三十七歩

◇外記分 主作 九畝二十八歩
同 分 助太郎作 六畝二十二歩

◇助七郎分 主作 三反九畝三十一歩 一反一畝十六歩
同 分 宗円作 四畝二十歩
同 分 清十郎作 六畝二十四歩
同 分 覚願寺作 八畝二十二歩

図表-13 上野毛村の小農層

弾左衛門分 主作 三畝十二歩 四畝三十四歩
善七郎分 主作 二畝十二歩
太郎左衛門分 主作 六畝十四歩

分 作 計一町三反一畝二十四歩
分 作 計畑九反一畝拾九歩
分 作 合計田畑二町二反二畝二十九歩



と
そ
の
下
男
・
下
女
を
住
ま
わ

せ
て
い
る
。
図
表
-14
の
「
屋

敷
帳
」
は
次
の
分
附
作
人
＝
下

人
の
住
む
屋
敷
を
記
し
て
い

る
。
村
は
豪
農
層
と
そ
の
譜
代

下
人
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
典
型

的
な
豪
農
支
配
の
村
で
、
中
世

期
の
豪
農
層
の
再
現
で
も
あ

る
。世

田
谷
郷
は
前
述
し
た
よ
う

に
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
豪
農
村

（
上
野
毛
村
）
を
頂
点
に
し
て

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
を
一

歩
ず
つ
進
め
つ
つ
あ
り
、
郷
村

は
吉
良
家
か
ら
井
伊
家
へ
の
支

配
へ
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

世
田
谷
郷
は
漸
次
豪
農
層
の
分
附
作
人
＝
下
人
か
ら
小
農
層
＝
本
百
姓
の
支

配
す
る
近
世
村
落
へ
移
行
し
始
め
る
。
こ
の
近
世
村
落
へ
の
発
達
を
担
う
小
農

＝
本
百
姓
の
存
在
は
分
附
下
人
と
較
べ
て
圧
倒
的
な
割
合
を
占
め
、
上
野
毛
の

豪
農
層
支
配
構
造
に
対
し
て
近
世
型
小
農
支
配
村
落
へ
移
行
す
る
の
は
世
田
谷

村
で
あ
る
。

㈢

世
田
谷
村
の
豪
農
層

Ａ
㈠

田
方
耕
区
─
検
地
帳
分
析

世
田
谷
村
は
正
保
三
年
（
一
六
七
六
）
に
「
世
田
谷
郷
田
方
之
分
水
帳
」
を

作
成
し
、
検
地
を
次
の
四
地
区
に
分
け
て
行
な
い
、
㈠
豪
農
分
付
作
人
＝
下
人

と
㈡
本
百
姓
＝
小
農
層
の
混
在
す
る
過
渡
村
落
と
し
て
発
達
す
る
。

⚑

田
方
：
古
城
下
・
山
崎
・
若
林
田
地
区
の
❟
豪
農
＝
分
附
作
人
を
最
初

に
掲
げ
、
次
に
➈
小
農
＝
本
百
姓
の
主
作
を
掲
げ
る
。

❟

豪
農
＝
分
附
作
人
─
田
方
─
⚑
古
城
下

豪
農
層
は
大
場
家
の
分
家
（
六
兵
衛
（
市

之
丞
）
と
を
含
め
三
人
で
あ
る
。
豪
農
三
人

の
分
附
作
地
は
七
反
九
畝
八
歩
に
し
か
過
ぎ

な
く
、
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
豪
農
層
の
姿
と

な
っ
て
い
る
。

➈

本
百
姓
＝
小
農
の
主
作
田
独
立
自
営
農
民
層
─
二
十
四
人

こ
の
世
田
谷
村
古
城
下
で
の
小
農
層
は
二
十
四
名
で
、
主
作
地
十
町
六
反
九

畝
を
主
作
し
、
豪
農
層
の
八
反
歩
弱
を
十
倍
上
回
る
の
で
あ
る
。
世
田
谷
村
は

小
農
層
の
近
世
村
落
の
主
要
本
百
姓
層
に
到
達
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

(14)(15)
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図表-14 上野毛村の屋敷主＝豪農

三 屋敷帳 敷地
筑後分 東光坊居 三畝二十二歩
同 分 与七郎居 一畝三歩
同 分 主居 五畝四歩
外記分 松助居 二畝十二歩
六（⚓町）同分 彦七郎居 一畝十八歩
（⚑町⚔反）同分 助十郎 二畝七歩
同 分 主居 二畝二十五歩
同 分 主居 四畝 歩
助七郎分 主居 三畝六歩

◇助七郎分 主作 一反二畝四十四歩 九反七畝四十九歩（⚑町）

図表-15 豪農＝分附小作
古城下山崎若林田さかい分

分 作 田
太兵衛分 市之丞作 一反七畝三十九
同 分 勘三郎作 二反四畝六歩
六兵衛分 勘七作 一反五畝三十九
同 分 善五郎作 二反一畝
藤四郎分 助左衛門作 一畝二十四

計七反九畝八歩



㈡

松
原
橋
際
ゟ
羽
木
谷
共
─

❟

豪
農
＝
分
附
作
人
─
田
方

図
表
-17
の
松
原
橋
地
区
は
⑴
の
古
城
下

と
同
様
に
豪
農
五
人
の
田
は
七
反
二
畝
で
あ

る
。
他
方
、
図
表
-18
の
小
農
十
七
人
は
合

計
四
町
六
反
五
畝
の
田
地
を
所
有
＝
主
作

し
、
豪
農
の
分
附
作
地
七
反
二
畝
に
対
し
て

約
七
倍
弱
の
主
作
地
を
有
し
、
小
農
層
の
優

位
性
を
物
語
り
、
近
世
村
落
を
発
達
さ
せ
て

い
る
。

➈

本
百
姓
＝
小
農
の
主
作
─
田
方㈢

へ
ほ
う
谷
ゟ
赤
堤
田
む
か
い
に
し
の
は

し

❟

豪
農
＝
分
附
作
人
─
田
方

図
表
-19
の
よ
う
に
へ
ほ
う
谷
よ
り
赤
堤
田
の

第
三
地
区
で
の
豪
農
は
清
三
郎
と
源
左
衛
門
の
二

人
で
、
耕
作
地
計
一
町
三
反
十
一
歩
に
分
附
作
人

四
人
を
働
か
せ
て
い
る
。
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図表-16 小農層の主作
古城下山崎
彦十郎分 主作 一反五畝二
久三郎分 主作 一反四畝四十七
三右衛門分 主作 三反四十四
源左衛門分 主作 三反八畝十
半右衛門分 主作 六反七畝六十八
太郎兵衛分 主作 二反七畝二十六
市蔵分 主作 一反十一
藤四郎分 主作 五反二畝四一
本宿 金十郎分 主作 一反六畝一二
〃 佐右衛門分 主作 七畝十五

市之丞分 主作 九反八畝四十六
本宿 六兵衛分 主作 二反七十
本宿 長七分 主作 三反一畝三十一
才三郎分 主作 一反二畝十二
惣兵へ分 主作 八反五畝四十
善九郎分 主作 八畝
仁左衛門分 主作 三反一畝三十五
権七分 主作 二反七畝五五
太左衛門分 主作 五反六畝五十九
清右衛門分 主作 五畝十歩
喜左衛門分 主作 六畝
六兵へ分 主作 二反三畝四十
小右衛門分 主作 一反一畝二十四
松原 久左衛門分 主作 一反八畝十

計七町六反九畝廿四

図表-17 豪農層の分付作人
⚒ 松原橋際ゟ羽木谷共
二郎右衛門分 九右衛門作 六畝七
市之丞分 長右衛門作 一反二畝十八
六兵へ分 長右衛門作 一反一畝二七
惣兵衛分 清右衛門作 一反六畝六
同 分 五左衛門作 二反二十
二郎右衛門分 九右衛門作 七畝六歩

計七反二畝八十四歩

図表-18 松原橋際小農耕作地

小農＝本百姓 耕作 面積
次郎右衛門分 主作 一反十五
茂兵衛分 主作 七反九畝三十六
茂兵へ分 主作 三反六
三右衛門分 主作 二反六畝十八
二郎右衛門分 主作 二反四畝十九
庄五郎分 主作 四反八
半右衛門分 主作 二反六畝八十
本宿八左衛門分 主作 四畝三十
本宿清蔵分 主作 七畝七
左右衛門分 主作 四畝六
清蔵分 主作 四畝十五
長左衛門分 主作 一反三畝十八
才三郎分 主作 七畝十八
市兵衛分 主作 一反七畝十
佐右衛門分 主作 一反一畝十八
喜左衛門分 主作 二反四畝三十六
清右衛門分 主作 三反四畝六

計四町六反五畝二歩

図表-19 へほう谷の豪農＝分附人
⚓ へほう谷ゟ赤堤田むかいにしのはし
清三郎 主作 四反九畝三五歩
同 分 はやと作 二反二畝四十二歩
同 分 市左衛門作 二反二畝六歩
同 分 太郎兵へ作 二反七畝十八歩
源左衛門分 市左衛門作 九畝十歩

計一町三反十一歩



➈

小
農
＝
本
百
姓
─
田
方他

方
、
こ
の
へ
ほ
う
谷
地
区
の
小
農
は
三
人
で
、
図

表
-20
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
合
計
一
町
四
畝
二
十

三
歩
の
耕
地
を
主
作
す
る
。

こ
の
へ
ほ
う
谷
は
豪
農
と
小
農
の
勢
力
は
、
ほ
ぼ
均

衡
し
て
い
る
が
、
や
や
豪
農
層
の
優
位
と
な
っ
て
い

る
。

㈣

八
幡
前
─
田
方

❟

豪
農
＝
分
附
作
人

八
幡
前
田
方
の
豪
農
は
図
表
-21
の
よ
う

に
源
左
衛
門
と
市
蔵
の
二
人
で
、
田
地
合
計

一
町
八
畝
七
十
九
歩
を
五
人
の
分
附
作
人
に

耕
さ
せ
て
い
る
。
豪
農
に
対
す
る
小
農
は
合

計
四
町
三
反
余
り
の
主
作
地
で
豪
農
を
圧
倒

し
、
小
農
層
の
優
位
と
な
っ
て
い
る
。

➈

小
農
＝
本
百
姓
─
田
方

図
表
-22
の
よ
う
に
八
幡
前

田
方
は
小
農
層
十
一
人
に
よ
っ

て
主
作
さ
れ
、
豪
農
の
約
三
倍

の
田
面
積
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
地
区
は
小
農
が
優
位
す
る
近

世
村
落
へ
発
展
し
て
い
る
の
が

窺
え
る
。

世
田
谷
村
は
田
と
畑
の
割
合

を
求
め
る
と
田
の
少
な
さ
が
目

に
つ
く
。
田
方
の
豪
農
層
は
⚑

古
城
下
分
で
は
太
兵
衛
、
六
兵
衛
、
藤
四
郎
の
三
名
、
⚒
松
原
橋
で
は
二
郎
右

衛
門
、
市
之
丞
（
大
場
分
家
）、
六
兵
へ
（
大
場
本
家
）、
惣
兵
衛
の
四
名
、
⚓

へ
ほ
う
谷
は
清
三
郎
、
源
左
衛
門
の
二
名
の
合
計
九
人
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は

大
場
本
家
の
六
兵
衛
と
分
家
の
市
之
丞
も
加
わ
っ
て
い
る
。

Ｂ
㈠

畑
方
耕
区
─
検
地
帳
分

析

次
に
、
世
田
谷
村
は
畑
方
を
最
大

の
耕
作
地
に
す
る
都
会
型
の
畑
作
地

帯
を
形
成
す
る
。

❟

畑
方
㈠
下
町
の
豪
農
＝
分
附
作

人
関
係

下
町
豪
農
層
の
中
心
は
大
場
家
の

(16)(17)

徳川幕府下世田谷郷と小農層の発展

図表-20 へほう谷区小農耕作地

久左衛門分 主作 二反三畝四十七
久右衛門分 主作 三反四畝七十二
右近分 主作 三反三畝二十八
光徳寺分 主作 一反二畝七十九歩

計一町四畝二十三歩

図表-21 八幡前豪農経営
⚔ 八幡前－鴬田・橋場・勝光院前

分 作人
源左衛門分 長十郎作 四反二畝八歩
同 分 七郎左衛門作 二反八畝二十歩
同 分 市兵へ作 三反五畝十五歩
同 分 福右衛門作 二畝三十歩
市蔵分 庄蔵作 一畝六歩

計一町八畝七十九歩

図表-22 八幡前小農＝本百姓の耕作地

彦十郎分 主作 一反九畝四十四歩
久三郎分 主作 三反一畝二十五歩
源左衛門分 主作 一反八畝三十五歩
帯刀分 主作 六反四畝二十八歩
市蔵分 主作 三反四畝三十三歩
久蔵分 主作 二反三畝十六歩
半三郎分 主作 一反三畝三十八歩
源三衛門分 主作 三畝十一歩
太郎兵へ分 主作 一反一畝
大兵へ分 主作 一反六畝
三右衛門 主作 二反四畝
寺分 主作 四反七畝九十歩

計四町三反八畝三歩図表-23 畑方世田谷下町地区
⚑ 地主＝小作人
下町 ⚖人
地主 小作地

分
三右衛門

歩
八町一反六畝六三

大浜へ 一町八反十二
太郎兵へ 二町二反九畝二
市之丞 五反四畝九十二
仁右衛門 一反二畝八
小右衛門 一反二畝八
⚖人計 十二町十反七畝七九 計



分
家
市
之
丞
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
田
谷
郷
の
代
官
で
も
あ
る
大
場
家
分
家
の

六
人
の
豪
農
層
は
十
二
町
の
分
附
小
作
地
を
有
し
、
小
農
民
の
四
反
を
圧
倒
す

る
豪
農
支
配
地
で
あ
る
。

➈

下
町
の
小
農
＝
本
百
姓

図
表
-24
の
よ
う
に
下
町
は
世
田
谷

村
の
中
心
か
ら
外は

ず

れ
、
小
農
四
人
で
四

反
余
り
の
畑
作
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
下
町
で
の
大
場
家
分
家
の
勢
力
が

強
い
所
で
あ
る
。

㈡
❟

畑
方
耕
区
─
検
地
帳
分
析
─
上
町
の
豪
農
層

一

図
表
-25
に
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
上
町
豪
農
分
附
耕
作

地
は
十
人
で
計
九
町
三
反
余
り

の
畑
作
地
で
あ
る
。
上
町
は
世

田
谷
村
の
中
心
で
あ
り
、
大
場

家
六
兵
へ
（
本
家
）
の
五
町
を

筆
頭
と
し
て
豪
農
十
人
で
九
町

三
反
を
分
附
作
人
に
よ
っ
て
耕

作
す
る
所
で
あ
る
。

➈

上
町
本
百
姓
＝
小
農
耕
作
地

他
方
、
上
町
小
農
層
十
一
人

は
図
表
-26
の
よ
う
に
七
町
三

反
歩
余
り
を
耕
作
（
畑
）
し
、

豪
農
層
と
五
分
の
状
態
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
大
場
本

家
六
兵
衛
は
三
反
八
畝
、
分
家

市
之
丞
は
二
町
四
畝
の
畑
地
を

主
作
す
る
小
農
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
上
町
は
大
場
本
家
六
兵

の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
分
附
小
作
地
は
五
町
一
畝
と
最
大
を
占
め
、
続
く
の
は
分
家
の
世
田
谷
代

官
市
之
丞
の
一
町
十
反
で
あ
る
。
大
場
家
二
人
の
合
計
は
六
町
十
反
で
上
町
豪

農
地
九
町
三
反
の
約
三
分
の
二
（
六
六
％
）
を
占
め
る
最
大
の
豪
農
で
あ
る
こ

と
が
窺
え
る
。

他
方
、
図
表
-26
の
如
く
、
上
町
の
本
百
姓
＝
小
農
層
は
十
一
人
で
七
町
三

反
を
占
め
、
豪
農
地
を
下
廻
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
町
だ
け
に
限
定
し
て

も
、
世
田
谷
村
の
豪
農
層
は
小
農
＝
本
百
姓
の
七
町
三
反
に
対
し
て
九
町
三
反

と
上
廻
っ
て
、
近
世
村
落
へ
の
移
行
に
お
け
る
過
渡
期
に
あ
る
こ
と
が
窺
え

る
。
世
田
谷
村
は
世
田
谷
郷
の
中
枢
を
占
め
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
段
階

で
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
過
程
途
上
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

他
方
、
上
町
本
百
姓
＝
小
農
層
の
最
大
農
民
は
大
場
分
家
の
代
官
市
之
丞
で

小
農
地
と
し
二
町
四
畝
を
自
作
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
之
丞
代
官
は
㈠
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図表-24 畑方：世田谷下町
の小農

⚒ 農民＝耕作地
一 下町
農民 畑地

分
大郎兵衛

歩
一反九畝二十七

三右衛門 八畝六
九兵へ 七畝四十
主作 六畝十八
計 四反九十二

図表-25 世田谷上町豪農経営
〈上町豪農分附耕作地〉
二 上町
六兵へ 五町一畝八十六
市之丞 一町十反一畝七十五
藤四郎 六反五畝四十八
帯刀 一反三畝六
久三郎 八反三畝六
金十郎 二畝二十
彦十郎 七畝二十六
源左衛門 一反三十三
又三郎 三反五畝
清三郎 一反九畝三十五
10 人計 九町三反二畝四十

図表-26 上町本百姓＝小農耕作地の分布
同 分 主作 一反一畝二十四
六兵衛分 主作 三反八畝
二十歩 藤四郎分 主作 六反二畝三十九歩
帯刀分 主作 二反二十四歩
市之丞分 主作 二町四畝五十三歩
市蔵分 主作 八反二畝九十七歩
清九郎分 主作 二反三畝二十四歩
庄蔵分 主作 四反八畝八十四歩
彦十郎分 主作 八反一畝八十三歩
金十郎分 主作 七畝十歩
久三郎分 主作 二反四十二歩
庄蔵分 主作 二反二十四歩

分 作 計七町三反廿六歩



豪
農
地
一
町
十
反
と
㈡
本
百
姓
＝
小
農
民
八
反
三
畝
と
合
計
約
二
町
歩
と
な

る
。
他
方
、
本
家
の
六
兵
へ
は
豪
農
地
五
町
一
畝
と
本
百
姓
地
は
五
反
八
畝
で

あ
り
、
合
計
す
れ
ば
約
六
町
歩
弱
と
な
り
、
市
之
丞
代
官
の
土
地
二
町
歩
を
三

倍
ほ
ど
上
廻
る
世
田
谷
村
の
中
の
最
大
土
地
所
有
者
の
一
人
で
あ
る
点
に
注
意

す
べ
き
で
あ
る
。

㈢

世
田
谷
村
満
中
在
家
う
ら

❟

満
中
在
家
う
ら
の
豪
農
分
附
耕
作
地
は
図
表
-27
の
如
く
五
人
で
計
畑

地
八
反
九
畝
で
あ
る
。
一
方
、
図
表
-

28
の
よ
う
に
小
農
層
は
三
十
一
人
、
計

畑
地
十
一
町
五
反
余
で
あ
る
。
満
中
在

家
う
ら
畑
地
は
小
農
層
が
十
一
倍
の
畑

作
地
を
耕
や
す
小
農
層
の
支
配
地
で
あ

る
と
云
え
る
。

➈

満
中
在
家
う
ら
本
百
姓
＝
小
農
耕
作
地
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図表-27 世田谷村満中在家うら
三 満中在家うら道ばた・北本宿勝田寺林・城西橋
惣兵衛分 久三郎作 二十歩
同 分 長右衛門作 一畝二十五
市之丞分 久兵へ作 七畝五十歩
同 分 主作 一反二十歩
惣兵へ分 五郎左衛門作 六畝三十七歩
半右衛門分 市右衛門作 一反六畝八十五歩
清三郎分 新口衛門作 二反七畝三十三
同 分 六右衛門作 二反二十二歩

計八反九畝七十二歩

図表-28 世田谷村満中在家うらの小農＝本百姓とその作地

藤四郎分 主作 三反六畝八十二
市蔵分 主作 二反八畝九十二歩
惣兵衛分 主作 二反六畝九十七歩
半右衛門分 主作 四反九十六歩
藤十郎分 主作 六畝五歩
彦十郎分 主作 六畝五歩
市之丞分 主作 三反三畝二十一歩
六兵衛分 主作 二反一畝五十三
清九郎分 主作 一反七畝二歩
金十郎分 主作 七反八畝六十一
長七分 主作 三反六畝四十九
善九郎分 主作 八畝二十六
清蔵分 主作 二反三畝二十一
長左衛門分 主作 五反四
六兵へ 主作 三反六畝二十三
才三郎 主作 八畝十三
平十郎 主作 一反二畝三十二
市兵へ 主作 八畝二十五
八左衛門分 主作 一反九畝八十二
左右衛門分 主作 一反一畝五十一
長右衛門分 主作 一反三畝四十七
四郎兵へ分 主作 五畝三十四
佐左衛門分 主作 四畝二十
佐右衛門分 主作 一反四畝二十八

市兵衛分 主作 七畝四十三
仁左衛門分 主作 八畝十五
惣兵へ分 主作 五反九畝四十
光徳寺分 主作 一反四畝二十八
清三郎分 主作 一町一反六畝七十一
源左衛門分 主作 七畝三十四歩
帯刀分 主作 二反八畝三十二

分 作 計十一町五反八畝十三歩



㈣

孫
六
ヶ
谷
～
栗
原
前

❟

孫
六
ヶ
谷
の
豪
農
分
附
耕
作

孫
六
ヶ
谷
の
畑
作
地
は
図
表
-29
の
如
く
豪
農
層
九

人
の
五
町
七
反
余
り
に
対
し
、
小
農
層
の
二
十
七
人
は

図
表
-30
の
よ
う
に
合
計
九
町
四
反
三
畝
余
の
畑
地
で

豪
農
層
に
対
し
約
二
倍
余
り
の
大
き
さ
で
、
小
農
層
優

位
の
地
で
あ
る
。

➈

孫
六
ヶ
谷
小
農
＝
本
百
姓
耕
作

㈤

竹
之
上
松
原
ウ
ラ
畑
宮
之
上

❟

竹
之
浦
豪
農
分
附
耕
作
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図表-29 孫六ヶ谷の豪農＝分附作人
四 孫六ヶ谷・竹藪之内・山崎嶋山はたゟ若林道はた・松原道はた・北沢くほ本宿～栗原前
清右衛門分 市左衛門作 四反六畝二十五
同 分 長次郎作 一反三畝十六
同 分 藤右衛門作 二反八畝三十七
惣兵衛分 五郎左衛門作 八畝八歩
喜左衛門分 平三郎作 九畝十八歩
半右衛門分 勘七作 四反八十三
同 分 勘三郎作 五反七畝六十三
同 分 又左衛門作 五反五畝四十二
同 分 与次右衛門作 三反八畝六十一
同 分 次左衛門作 一反八畝六
同 分 清兵へ作 一反二畝二十三歩
同 分 太郎左衛門作 一反四畝二十
市之丞分 久右衛門作 六畝七十
市之丞分 茂左衛門作 五反八畝廿五
同 分 二郎右衛門作 二畝十七
惣兵衛分 与右衛門作 一反三畝二十
同 分 五左衛門作 一反三畝
同 分 勘三郎作 一反十二
同 分 佐右衛門作 一畝三
同 分 九右衛門作 一反八畝十二
惣兵へ分 七郎左衛門作 二反四畝八
同 分 久四郎作 一反五畝十二
同 分 佐右衛門作 三反六畝二十六
同 分 九右衛門作 二反三畝
同 分 五左衛門作 一反二十八

同 分 久兵へ作 五畝
三右衛門分 善正寺作 一反三畝
二郎右衛門分 九右衛門作 三反一畝三十四
⚙人 計五町二反六畝五十三歩

図表-30 孫六ヶ谷の小農耕作地

喜左衛門分 主作 五反三畝四十九
平三郎分 主作 一反二畝
清右衛門分 主作 二反四畝五十一
市之丞分 主作 六反五畝三十六歩
小右衛門分 主作 五反六畝三十六歩
太左衛門分 主作 六反九畝六十二
権七分 主作 三反八畝五十四
仁左衛門分 主作 八反九畝五十七
惣兵へ分 主作 一反三畝十三歩
茂兵へ分 主作 一町二反一畝九十二
惣兵衛分 主作 二反八畝八
二郎右衛門分 主作 三反六畝三十七
右近分 主作 四畝一
長七分 主作 三反八畝三十五
才三郎分 主作 一反七畝十八
清蔵分 主作 一反七畝十八
長左衛門分 主作 一反七畝二十七
佐右衛門分 主作 五反二〇
市兵へ分 主作 一反九畝六
八左衛門分 主作 三反五畝四十五
金十郎分 主作 三反六畝二十二
久右衛門分 主作 一反四畝六十六
平十郎分 主作 二反二畝四十三
善九郎分 主作 三畝四十六
久左衛門分 主作 三畝八歩
半右衛門分 主作 二反八畝四十七
次郎右衛門分 主作 三反六畝二十七

計九町四反三畝七十七歩

図表-31 竹之上松原豪農＝分附
五 竹之上松原ウラ畑宮之上迄
惣兵衛分 佐右衛門作 五畝二十
惣兵へ分 与右衛門作 一反五畝十
同 分 久四郎作 三反一畝四十六
同 分 多左衛門作 一反四十九歩
同 分 太郎兵へ作 二反二畝六十
同 分 佐左衛門作 一反二畝三十六
同 分 五左衛門作 四反二畝二十四
同 分 勘三郎作 四反一畝六十六
同 分 勘七作 九畝三十六
同 分 勘七郎作 一反一畝三十五
半右衛門分 次左衛門作 九反七畝二十一
同 分 与次右衛門作 二反二畝二十
同 分 又左衛門作 三反四畝五十一
同 分 勘七作 二反三畝六十一
久右衛門分 長三郎作 一反二畝十三
同 分 勘三郎作 四畝八
同 分 十左衛門作 一反二十二歩
同 分 佐左衛門作 一反六畝十三
同 分 左近作 一反四畝二十八
同 分 主作 二反六畝六十七
同 分 八右衛門作 一反九畝三十
同 分 長十郎作 一反二十四
源三衛門作 七郎左衛門作 二反二畝十七
同 分 主作 九反六畝十一
市蔵分 庄蔵作 一反八畝三十四

計 六町三反二歩



豪
農
層
六
人
は
前
頁
図
表
-31
の
如
く
分
附
小
作
地
六
町
五
反
余
り
の
畑
地

を
所
有
す
る
。

➈

竹
之
浦
本
百
姓
＝
小
農
耕
作

小
農
層
三
十
五
人
は
図
表
-32
の
よ
う
に
合
計
十
五
町
歩
を
主
作
し
て
、
豪

農
層
の
六
町
五
反
の
三
倍
強
と
な
り
、

竹
之
浦
松
原
地
区
の
小
農
層
優
位
と
な

る
。

㈥

宮
上
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浄
徳
院
・
へ
ぼ
う
谷

❟

宮
上
ゟ
へ
ぼ
う
谷
豪
農
分
附
耕
作

図
表
-33
の
よ
う
に
こ
の
地
区
畑
地
は
豪
農
地
七
町
一
反
、
他
方
小
農
地
は

図
表
-33
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
二
町
七
反
余
り
、
合
計
九
町
八
反
と
な
る
。
豪

農
地
と
小
農
地
と
は
同
じ
畑
地
と
な
り
、
両
車
の
均
衡
地
と
な
り
、
二
重
構
造

を
形
成
す
る
。

➈

宮
上
ゟ
へ
ぼ
う
谷
本
百
姓
＝
小
農
耕
作

小
農
層
は
十
二
人
、
図
表
-34
の
よ
う
に
合
計
二
町
七
反
余
り
の
畑
地
を
主

作
し
、
豪
農
層
の
三
分
の
一
程
度
に
過
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
区
は
豪
農
層
優
位
の
地
で
あ
る
と
云
え
る
。
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図表-32 竹之上松原小農＝本百姓耕作地

半右衛門 主作 三反四畝十二
惣兵衛 主作 三畝
惣兵へ 主作 一反四畝九
久右衛門 主作 三反三畝
右近 主作 三反七畝五十四
久左衛門 主作 二反九畝二十二
二郎右衛門 主作 三反六畝五十三
次郎左衛門 主作 七畝十二
久蔵 主作 二反八畝三十一
半三郎分 主作 三反五畝
所左衛門分 主作 一反九畝九十二
帯刀分 主作 二町八畝九歩
源左衛門分 主作 七反七畝四十九
市蔵分 主作 五畝十二
喜左衛門分 主作 五反九畝六十二
平三郎分 主作 一反二畝
清右衛門分 主作 二反八畝五十九
市之丞分 主作 六反五畝三十五
小右衛門分 主作 一町七反二畝八
権七分 主作 八反四畝九歩
太左衛門分 主作 八反二畝二十三
仁左衛門分 主作 八反九畝三十
次郎右衛門分 主作 四反三畝三十八
長七分 主作 四反一畝四十四
市兵へ分 主作 二反二畝六十六
才三郎分 主作 二反五畝三十四

清蔵分 主作 一反七畝十八
長右衛門分 主作 二反三畝三十四
佐右衛門分 主作 三反二畝九十四
八左衛門分 主作 二反六畝三十九
金十郎分 主作 三反五畝五十一
茂兵へ分 主作 四反四畝十四
善九郎分 主作 四畝二十四
平十郎分 主作 三反一畝六十五

長左衛門分 主作 一反九畝五十二
十五町七歩

計二十一町三反八三畝廿三歩

図表-33 宮の上豪農＝分附作人
六 宮上・浄徳院ゟへぼう分
半三郎分 忠右衛門作 二反八畝十八
右近分 主作 一反
久蔵分 主作 一反七畝五十五
源左衛門分 長十郎 二反八畝四六
同 分 主作 八反五畝三十六
喜左衛門分 主作 一反四畝十二
同 分 助左衛門作 一町三反四畝三十九
同 分 市左衛門作 二反一畝三十四
清右衛門分 藤右衛門作 四反八畝四十七
二郎赤衛門分 九右衛門作 一反六畝
同 分 主作 九畝十八
茂兵へ分 主作 一反二十四歩
同 分 藤十郎作 一反五畝二十三
清三郎分 半十郎作 四反九畝三十八
同 分 大郎兵へ作 三反八畝二十九
同 分 五郎左衛門作 二反五畝十九
同 分 多左衛門作 七畝廿四
同 分 大郎兵衛作 一反
同 分 多左衛門作 六反四十七歩
同 分 主作 二反二畝十五
同 分 六右衛門作 一反三畝二
藤左衛門分 三九郎作 五反一畝十六

計七町一反四畝三十八歩



正
保
三
年
（
一
六
四

六
）
世
田
谷
郷
水
田
及
び

畑
地
検
地
帳
＝
水
帳
は
莫

大
な
記
録
で
あ
り
、
㈠
豪

農
分
附
耕
作
と
㈡
本
百
姓

＝
小
農
主
作
と
の
二
類
型

に
分わ

か

れ
る
が
、
結
論
づ
け

る
な
ら
、
豪
農
分
附
耕
作

が
小
農
＝
本
百
姓
を
上

廻
っ
て
発
展
す
る
純
粋
封

建
制
へ
の
発
展
途
上
に
あ

る
過
渡
的
段
階
で
あ
る
と
、
結
論
づ
け
る
こ
と
で
水
帳
＝
検
地
帳
分
析
の
意
義

と
結
論
と
を
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

㈣

近
世
期

純
粋
封
建
制
の
発
達

徳
川
家
康
が
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
後
陽
成
天
皇
か
ら
征
夷
大
将
軍
に

任
命
さ
れ
、
徳
川
幕
府
の
成
立
を
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
世
田
谷
村
の
検
地
帳

は
そ
れ
か
ら
四
十
三
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
ず
か
、
五
十
年
余
り
で
世
田
谷

村
は
中
世
郷
の
豪
農
分
附
作
人
制
か
ら
近
世
の
本
百
姓
＝
小
農
作
人
制
へ
移
行

し
よ
う
と
し
て
お
り
、
世
田
谷
村
の
指
導
者
で
あ
る
大
場
本
家
の
村
名
主
の
世

襲
と
分
家
市
之
丞
の
世
田
谷
代
官
世
襲
制
と
を
両
輪
に
し
て
近
世
純
粋
封
建
制

へ
の
担
い
手
と
し
て
指
導
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
結
論
は
世
田
谷
村
の
㈠
豪
農
分
附
制
と
㈡
小
農
＝
本
百
姓
制
と
の
農

民
層
分
解
を
三
角
図
に
よ
っ
て
分
析
す
る
と
、
次
の
二
つ
の
三
角
型
農
民
層
分

解
と
な
る
。

小
農
と
豪
農
と
の
農
民
層
分
解
を
比
較
す
る
場
合
、
一
つ
の
基
準
段
階
を
設

定
し
て
、
比
較
し
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
場

合
、
三
角
形
の
中
で
上
・
中
・
下
の
基
準
点
を
設
定
す
る
。
こ
こ
で
は
、
幕
末

に
農
民
層
分
界
点
を
自
か
ら
設
定
し
て
、
村
の
小
農
層
が
上
層
分
解
し
て
成
長

し
て
い
る
の
か
、
或
い
は
逆

に
小
農
層
の
窮
乏
化
に
よ
る

没
落
化
し
て
い
る
の
か
の
基

準
点
を
耕
地
五
反
歩
に
設
定

し
、
中
農
農
民
層
（
五
反
─

二
町
）
の
地
位
を
設
定
し
、

二
町
以
上
を
上
層
富
裕
層
そ

し
て
逆
に
五
反
以
下
を
下
層

民
と
し
て
区
別
す
る
の
で
あ

る
。幕

末
に
入
る
と
、
こ
の
上

中
下
三
角
形
で
小
農
層
分
解

を
検
討
す
る
と
、
全
般
的
に

小
農
層
は
隷
細
化
し
て
没
落

す
る
傾
向
を
描
く
こ
と
と
な

る
。徳

川
幕
府
が
小
農
層
の
窮

乏
化
に
よ
っ
て
内
部
崩
壊
へ
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図表-34 宮の上小農耕地

主計分 主作 二畝十歩
右近分 主作 三反二十六歩
久蔵分 主作 一反二畝十四
半三郎分 主作 五畝三
清右衛門分 主作 三反四畝四十四
喜左衛門分 主作 六反九畝六十七
二郎右衛門分 主作 七畝
茂兵へ分 主作 一反二十三
久右衛門分 主作 五反二畝二十八
主作分 主作 二反二畝十五
清三郎分 主作 三畝二十二

三九郎分 主作 二反二畝六歩
二町七反五十八歩

分 作 計二町七反六畝十八歩

図表-35 世田谷村の豪農と小農の農民層分解
⑵ 小農＝本百姓の農民層分解⑴ 豪農分附作人の農民層分解

五反

二町以上

計 45 人
9 人（20％）下下

15 人
（33％）

下

16 人
（35％）

中

5 人
（11％）
5 人
（11％）

上

1 反
1 反未満

五反

二町以上

計 53 人
13 人（24％）下下

21 人
39％

下

10 人
18％

中

9 人
（16％）
9 人
（16％）

上



の
道
を
急
速
に
早
め
る
と
、
幕
府
は
外
的
な
崩
壊
に
直
面
す
る
。
幕
府
は
西
洋

列
強
と
の
軍
事
力
格
差
に
直
面
し
、
つ
ま
り
幕
府
の
種
ヶ
島
銃
は
連
発
式
ラ
イ

フ
ル
銃
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
砲
そ
し
て
戦
艦
黒
船
の
火
砲
力
の
前
に
玩
具
化

し
降
伏
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
徳
川
幕
府
の
崩
壊
は
小
農
層
の
窮
乏
化
に
由
る
の
で
あ
り
、
既
に

八
代
吉
宗
に
よ
っ
て
小
農
の
没
落
、
窮
乏
化
を
阻
止
し
、
且
つ
、
幕
府
の
土
地

永
代
売
買
禁
止
令
を
維
持
す
る
と
い
う
両
方
に
よ
る
小
農
層
の
没
落
、
零
細
化

を
防
ぐ
た
め
に
質
地
小
作
制
を
農
業
政
策
の
中
心
立
法
と
し
て
制
定
化
す
る
こ

と
に
全
力
を
注
ぐ
。
こ
こ
に
、
吉
宗
が
徳
川
幕
府
の
中
興
の
祖
と
云
わ
れ
る
原

因
を
垣
間
見
る
の
で
あ
る
。

徳
川
幕
府
が
小
農
層
の
発
達
に
由
る
純
粋
封
建
制
の
発
達
に
支
配
基
盤
を
置

く
と
き
、
発
達
か
崩
壊
か
は
小
農
層
の
両
極
分
解
す
る
上
中
下
の
三
角
図
で
検

証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

既
に
三
角
図
で
計
ら
れ
る
農
民
層
分
解
の
程
度
は
世
田
谷
村
の
㈠
豪
農
層
と

㈡
本
百
姓
＝
小
農
層
と
の
二
つ
の
経
済
圏
の
重
な
り
合
う
過
渡
的
状
態
を
検
証

す
る
こ
と
で
立
証
さ
れ
る
。
世
田
谷
郷
の
豪
農
制
と
小
農
制
の
両
者
併
存
的
展

開
は
、
徳
川
幕
府
の
成
立
期
を
特
徴
づ
け
、
八
代
吉
宗
の
時
点
で
小
農
制
の
確

立
を
見
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
急
激
な
貨
幣
年
貢
へ
の
移
行
は
小
農
層
の

窮
乏
化
を
促
進
し
、
災
害
、
一
揆
等
に
よ
り
幕
末
に
毎
年
五
十
万
両
以
上
の
赤

字
を
慢
性
化
さ
せ
、
財
政
上
崩
壊
を
招
く
こ
と
と
な
る
。

世
田
谷
郷
は
漸
次
小
農
層
を
中
心
と
す
る
近
世
村
落
を
発
達
さ
せ
る
。
近
世

村
落
は
単
婚
家
族
制
と
小
農
制
家
屋
敷
、
つ
ま
り
、
世
襲
長
男
家
と
世
襲
農
地

と
の
一
対
化
＝
ワ
ン
セ
ッ
ト
化
と
に
立
脚
す
る
近
世
村
落
へ
発
展
し
始
め
る
。

Ⅳ
部

近
世
期
世
田
谷
郷
・
小
農
層
の
両
極
分
解

㈠

一
六
七
四
年
馬
引
沢
村
の
豪
農
と
小
農
の
二
重
構
造

こ
の
馬
引
沢
村
も
世
田
谷
村
と
同
様
に
豪
農
層
と
小
農
層
と
の
二
重
経
済
社

会
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。

❟

豪
農
層
は
吉
良
氏
の
家
臣
に
よ

る
在
地
化
と
思
わ
れ
、
右
近
を

筆
頭
に
豪
農
分
附
作
人
を
直
営

地
手
作
経
営
に
動
員
す
る
。

➈

豪
農
層
と
小
農
層
と
は
両
極
分

解
の
図
表
-36
と
図
表
-Ａ
三
角

図
の
中
で
次
の
農
民
層
分
解
と

な
る
。

馬
引
沢
村
は
豪
農
を
頂
点
に
し
て

小
農
層
と
の
二
重
構
造
を
形
成
す
る

過
渡
的
近
世
村
落
の
構
造
を
表
し
て

い
る
が
、
全
般
的
に
小
農
型
の
近
世

村
落
へ
移
行
す
る
途
上
に
あ
る
と
云

え
る
。

(22)(23)
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図表-36 馬引沢村の豪農
延宝二年（1674）四月、世田谷領馬引沢村
野米開発御検地水帳
豪農層 名 分 畑 歩

右近 三町三反九畝八十三
茂兵衛 一町四反六畝五十七
平右衛門 一反六畝五十八
作右衛門 一反二畝四十三
甚五兵衛 二反一畝三十二
三右衛門 二反一畝四十四
六人 計 五町五反八畝十七歩

（「世田谷区史料」第四集 86-88p）

図表-A

五反

二町

1人
豪農
（16％）

1 人
豪農
（16％）

計 6 人

4 人
（66％）

下

1 人
（16％）

中

上



㈡

下
北
沢
村
の
小
農
層

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
世
田
谷
領
下
「
北
沢
村
宗
門
御
改
帳
」─
キ
リ

シ
タ
ン
取
締
の
た
め
、
幕
府
は
全
国
の
寺
院
に
旦
那
檀
家
の
家
族
改
め
を
命

じ
、
家
族
構
成
、
五
人
組
、
村
落
役
人
の
全
て
を
調
査
し
、
と
同
時
に
、
農
民

の
耕
作
地
面
積
を
も
記
録
し
、
そ
の
家
の
土
地
面
積
を
も
改
帳
に
記
録
し
て
い

る
。
結
論
づ
け
る
な
ら
ば
、
下
北
沢
村
は
家
数
六
十
五
軒
、
人
数
九
拾
九
人
の

大
規
模
村
落
で
あ
る
。
下
北
沢
村
は
東
叡
山
等
覚
院
の
支
配
す
る
村
で
あ
る

が
、
同
時
に
天
台
宗
吉
祥
院
と
天
台
宗
福
泉
寺
と
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い

る
。北

沢
村
宗
門
改
帳
の
農
家
別
耕
作
地
は
計
八
十
三
家
族
の
耕
地
面
積
を
記
録

し
、
三
角
形
の
農
民
層
両
極
分
解
図
に
表
わ
す
と
、
次
の
三
角
形
図
と
な
る
。

下
北
沢
村
で
は
豪
農
制
分
附
作
人
は
姿
を
消
し
、
小
農
制
の
近
世
村
落
へ
移

行
し
、
純
粋
封
建
制
の
確
立
期
の
姿
を
現
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
八
代
吉
宗

が
直
面
し
て
い
た
小
農
層
の
窮
乏
化
が
こ
の
下
北
沢
村
の
小
農
層
の
両
極
分
解

の
中
に
姿
を
現
わ
し
つ
つ
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
五
反
以
下
の
下
層
は
六
〇
人

で
全
体
の
四
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
反
未
満
の
困
窮

層
は
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
農
層
の
下
層
は
五
十

七
パ
ー
セ
ン
ト
、
つ
ま
り
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
弱
を
占
め
、
小
農
層
か
ら
零
細
農

民
へ
移
行
し
、
そ
の
窮
乏
化
を
強
め
つ
つ
あ
る
と
い
う
困
窮
化
過
程
の
途
上
に

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
川
幕
府
は
五
反
層
の
小
農
を
中
核
と
す
る
両
極
分
解
に

よ
る
純
水
封
建
制
の
崩
壊
を
迎
え
、
内
部
解
体
へ
の
螺
旋
的
下
降
過
程
を
一
直

線
に
辿た

ど

り
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
小
農
層
の
両
極
分
解
は
「
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
社
倉
御
取
立

ニ
付
持
高
其
他
取
調
書
上
帳
」
の
荏
原
郡
経
堂
在
家
村
に
お
け
る
三
角
図
に
要

約
さ
れ
る
。
こ
の
経
堂
在
家
村
は
農
民
層
分
解
の
三
角
図
を
自
ら
草
案
し
て
明

治
二
年
段
階
の
小
農
民
層
の
両
極
分
解
を
立
証
す
る
特
異
な
近
世
村
で
あ
る
と

云
え
る
。

こ
の
経
堂
在
家
村
は
小
農
の
農
民
層
分
解
の
三
角
形
図
を
描
い
て
上
中
下
の
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図表-B 文政十二年（1829）
下北沢村の小農層
の農民層分解図

五反

二町

計 88 人
13（15％）下下

60 人
（42％）

下

7 人
（8％）

中

3人
（3％）
3 人
（3％）

上

図表-C 明治二年(一八六九)経営在家
村小農両極分解三角図

二反未満

四反

五反以上

下下

27 人
（42％）
27 人
（42％）

5 人5 人

41 人
16％
41 人
16％

18 人
（29％）
18 人
（29％）

計 62 人

下

中

上

35 人 困窮者（56％）



下
の
下
下
層
の
過
半
数
（
五
十
六
％
）
を
上
廻
る
約
六
割
弱
の
多
数
を
以
て
小

農
層
の
崩
壊
と
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
へ
の
移
行
過
程
を
特
徴
づ
け
る
の
で

あ
る
。
明
治
時
代
は
江
戸
時
代
の
小
農
層
に
よ
る
純
粋
封
建
制
か
ら
明
治
時
代

の
寄
生
地
主
制
へ
移
行
し
、
王
政
復
古
を
開
始
す
る
。
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
移

行
は
小
農
層
の
困
窮
化
過
程
の
到
達
点
、
つ
ま
り
、
徳
川
幕
府
の
内
部
崩
壊
過

程
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。

Ⅴ
部

徳
川
幕
府
の
危
機
と
八
代
吉
宗
の
農
業
政
策

純
粋
封
建
制
は
小
農
層
の
経
済
的
発
展
に
支
え
ら
れ
、
と
り
わ
け
米
の
年
貢

に
よ
る
生
産
物
地
代
を
経
済
基
盤
に
し
て
発
展
し
、
徳
川
幕
府
の
世
界
史
的
特

質
と
な
る
。
家
康
は
豊
臣
秀
吉
の
命
令
で
二
百
五
十
万
石
の
知
行
高
で
関
八
州

へ
移
封
す
る
の
で
あ
る
。

家
康
の
受
け
た
二
百
五
十
万
石
は
関
ヶ
原
の
戦
い
で
石
田
三
成
を
破
る
と
、

天
下
の
征
夷
大
将
軍
と
し
て
三
千
万
石
へ
十
二
倍
の
増
額
と
な
る
。
二
百
五
十

万
石
か
ら
三
千
万
石
へ
の
増
加
は
、
小
農
層
の
米
農
家
と
し
て
の
年
貢
高
に
負

う
て
い
る
。

㈠

純
粋
封
建
制
と
世
界
史

世
界
史
の
中
で
こ
う
し
た
生
産
物
地
代
の
米
年
貢
に
支
え
ら
れ
て
二
百
六
十

年
の
歴
史
を
刻
む
の
は
徳
川
幕
府
だ
け
で
あ
り
、
小
農
層
の
世
襲
制
と
長
子
相

続
制
、
つ
ま
り
、
家
制
度
と
世
襲
制
の
一
対

ワ
ン
セ
ッ
ト

制
度
は
徳
川
幕
府
、
と
り
わ
け

八
代
吉
宗
に
よ
っ
て
質
地
小
作
制
の
条
件
と
し
て
維
持
さ
れ
、
小
農
制
の
強
化

へ
と
帰
結
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
に
吉
宗
の
質
地
小
作
制
に
つ
い
て
分
析
し
、

吉
宗
の
徳
川
幕
府
中
興
の
祖
と
云
わ
れ
る
所
以

ゆ
え
ん

を
明
ら
か
に
す
る
。

徳
川
幕
府
は
全
国
三
千
万
石
の
米
収
納
を
幕
府
の
財
政
基
盤
に
し
、
そ
の
う

ち
二
千
二
百
万
石
を
譜
代
と
外
様
大
名
へ
配
分
し
、
残
り
八
百
万
石
は
幕
府
の

財
政
収
入
と
し
て
幕
府
の
台
所
収
入
源
と
す
る
。
こ
れ
ら
三
千
万
石
は
全
国
の

小
農
層
の
年
貢
米
作
に
よ
っ
て
毎
年
再
生
産
さ
れ
る
。
幕
府
は
こ
の
年
貢
六
公

四
民
を
維
持
す
る
た
め
小
農
層
の
家
屋
敷
と
耕
地
一
町
歩
と
を
一
対

ワ
ン
セ
ッ
ト

と
す
る
。

こ
の
た
め
、
幕
府
は
中
世
豪
農
層
の
分
附
下
人
を
小
農
民
と
し
て
独
立
さ
せ
、

或
い
は
分
家
と
し
て
小
農
民
へ
解
放
す
る
こ
と
を
農
業
政
策
の
目
的
と
す
る
。

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
は
、
中
世
豪
農
の
分
附
作
人
＝
譜
代
下
人
を
小
農

民
と
し
て
解
放
す
る
農
奴
解
放
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
幕
府
は
中
世

豪
農
の
分
附
作
人
を
小
農
層
＝
本
百
姓
へ
解
放
し
、
近
世
村
落
の
担
い
手
と
し

て
、
且
つ
米
年
貢
の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

㈡

吉
宗
の
質
地
小
作
制
と
法
的
検
討

吉
宗
が
質
地
小
作
制
の
立
法
を
考
え
る
に
至
っ
た
主
な
出
来
事
は
「
関
八
州

伊
豆
国
辺
よ
り
多
訴
出
候
」
の
訴
訟
に
由
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
質
地

訴
訟
の
原
因
は
幕
府
の
御
代
官
、
奉
行
が
困
窮
化
し
た
小
農
層
を
救
う
た
め
に

質
地
入
れ
を
推
進
す
る
政
策
を
広
汎
に
展
開
し
、
訴
訟
を
も
深
刻
化
さ
せ
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
質
地
訴
訟
は
幕
府
の
小
農
政
策
を
衰
退
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。
質
地
へ
の
訴
訟
は
深
刻
な
小
農
層
の
困
窮
と
没
落
と
を
反
映
す
る
も
の

と
な
る
。

質
地
問
題
の
訴
訟
は
一
歩
間ま

違ち
が

え
る
な
ら
幕
府
の
崩
壊
原
因
に
も
な
り
か
ね

な
い
と
い
う
考
え
が
吉
宗
を
初
め
と
す
る
評
定
所
の
人
々
に
も
思
い
に
至
り
、

幕
府
全
体
の
問
題
と
し
て
そ
の
解
決
策
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
全
般

(24)(25)
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的
危
機
に
頭
を
悩
ま
す
の
で
あ
る
。
幕
府
を
揺ゆ

る
が
す
根
の
深
い
も
の
と
吉
宗

を
始
め
と
す
る
評
定
所
の
人
々
は
受
け
止
め
、
評
定
所
の
中
で
次
の
よ
う
に
取

り
組
む
の
で
あ
る
。

『
右
質
地
出
入
ハ
関
八
州
伊
豆
国
辺
よ
り
多
訴
出
候
間
右
国
々
計
相
触
私
領
方
江
ハ

最
寄
之
御
代
官
よ
り
通
し
さ
せ
候
様
ニ
可
仕
候

又
村
々
五
人
組
帳
私
領
ニ
者
無

之
も
御
座
候
由
ニ
候
間
左
様
之
村
方
ハ
最
寄
之
御
代
官
江
領
主
地
頭
よ
り
承
合
此

度
改
帳
面
渡
候
様
ニ
是
又
御
代
官
よ
り
相
通
し
さ
せ
可
然
奉
存
候

依
之
奉
伺
候

以
上
』

（『
徳
川
禁
令
考
後
聚
』
第
一
帙
⚓
⚒
⚕
頁
)

吉
宗
と
評
定
所
は
質
地
問
題
を
取
り
挙
げ
、
会
議
を
重
ね
る
が
、
享
保
年
間

か
ら
元
文
年
間
に
か
け
て
長
い
時
間
を
懸
け
る
こ
と
と
な
る
が
、
結
論
と
し
て

は
質
地
小
作
法
の
制
定
に
向
け
て
の
評
議
と
な
る
。
こ
の
評
定
所
の
討
議
は
幾

つ
か
の
申
し
合
わ
せ
事
項
を
積
み
重
ね
て
問
題
の
解
決
を
計
ろ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
質
地
訴
訟
の
原
因
と
な
っ
た
知
行
所
の
質
地
に
よ
る
用
金
調
達
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
す
る
。

『
(一
七
三
五

八
代
吉
宗
)

享
保
二
十
年

知
行
所
江
用
金
申
付
候
儀
ニ
付
御
触
書

知
行
所
百
姓
ニ
申
付
田
畑
質
地
ニ
入

金
子
借
出
さ
せ
候
類
有
之
候
个か

様
之
儀
有

之
間
敷
事
ニ
候

向
後
無
用
ニ
可
致
候

右
之
外
ハ
只
今
迄
之
通
た
る
へ
く
候
』

（
前
掲
書
、
⚓
⚑
⚙
頁
)

質
地
の
普
及
は
、
幕
府
知
行
所
の
小
農
救
済
策
と
し
て
進
め
ら
れ
る
。「
知

行
所
百
姓
ニ
申
付
田
畑
質
地
ニ
入
、
金
子
貸
出
さ
せ
候
」
と
、
質
地
金
融
は
困

窮
す
る
小
農
層
の
救
済
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
吉
宗
を
含
む
評
定

所
は
質
入
れ
を
否
定
し
て
「
个か

様
之
儀
有
之
間
敷
事
ニ
候
」
と
見
な
し
て
、

「
質
地
」
に
つ
い
て
「
向
後
無
用
ニ
可
致
候
」
と
御
法
度
の
意
向
を
表
明
す

る
。評

定
所
は
質
地
に
対
し
て
現
場
知
行
所
の
質
地
奨
励
策
と
の
乖
離
に
苦
し

む
。
こ
う
し
た
、
現
地
と
政
策
決
定
機
関
と
の
間
の
対
立
、
乖
離
は
評
定
所
で

の
質
地
小
作
法
の
討
論
を
長
び
か
せ
、
且
つ
問
題
の
本
質
を
把
握
す
る
の
に
次

の
よ
う
に
長
い
討
論
と
時
間
を
掛か

け
る
こ
と
と
な
る
。

『

右
之
通
関
八
州
并
伊
豆
国
村
々
江
可
被
相
触
候
私
領
之
村
方
江
ハ
其
最
寄
之
御

代
官
よ
り
不
洩
様
相
通
可
被
申
候
且
私
領
方
ニ
ハ
百
姓
五
人
組
帳
も
無
之
村
方
も

有
之
由
に
候
間
是
又
最
寄
之
御
代
官
よ
り
其
領
主
地
頭
江
相
通
し
此
度
改
帳
面
渡

候
様
是
又
可
被
申
通
候

以
上
』

こ
の
質
地
小
作
令
の
要
旨
は
次
の
三
点
と
な
る
。

㈠
質
地
証
文
に
は
借
主
農
民
の
名
主
、
五
人
組
頭
の
加
印
が
必
要
で
あ
る
こ

と
。

㈡
地
主
の
借
金
期
間
は
十
ヶ
年
と
し
、
こ
の
間
に
借
金
を
返
済
す
れ
ば
、
質
地

の
返
済
を
受
け
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
十
年
過
ぎ
れ
ば
、
質
地
は
流
れ
て
し

ま
う
。

㈢
こ
の
十
ヵ
年
の
間
、
金
貸
し
側
は
土
地
の
年
貢
と
夫
役
等
の
勤
め
を
果
す
こ

と
を
条
件
と
さ
れ
る
。

以
上
の
三
点
の
よ
う
に
、
質
地
小
作
令
は
小
農
の
土
地
維
持
政
策
と
幕
府
の

年
貢
確
保
案
と
の
両
方
を
充
た
す
幕
府
の
農
業
政
策
と
な
る
。
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質
地
を
巡
る
訴
訟
は
吉
宗
に
質
地
小
作
法
の
制
定
に
取
り
組
ま
せ
、
元
文
二

年
（
一
七
三
七
）
に
「
質
地
之
儀
ニ
付
触
書
」
を
次
の
よ
う
に
布
達
さ
せ
る
こ

と
と
な
る
。

(一
七
三
七

八
代
吉
宗
)

元
文
二
年

質
地
之
儀
ニ
付
触
書

覚

一
名
主
加
判
無
之
質
地
証
文
之
事

一
名
主
置
候
質
地
ハ
相
名
主
又
ハ
組
頭
等
之
役
人
加
判
無
之
證
文
の
事

一
拾
个か

年
季
を
越
候
質
地
証
文
之
事

右
三
个か

條
之
儀
并
田
畑
永
代
売
買
又
ハ
地
主
よ
り
年
貢
諸
役
を
勤

金
主
ハ
年
貢

諸
役
を
不
勤
質
地
之
類
ハ
前
々
よ
り
御
停
止
ニ
而
村
方
五
人
組
帳
ニ
書
記
有
之
処

右
之
通
之
不
埒
之
証
文
を
以
訴
出
候
も
有
之
候
自
今
五
人
組
帳
名
主
庄
屋
等
よ
り

大
小
之
百
姓
等
江
度
々
読
聞
不
致
忘
却
様
可
仕
候

一
(一
七
一
六
)

享
保
元
申
年
以
来
年
季
明
候
質
地
ハ
自
今
年
季
明
拾
个か

年
過
訴
出
候
ハ
ゝ
取
上

無
之
事

一
金
子
有
合
次
第
可
請
返
證
文
有
之
質
地
者
質
入
之
年
よ
り
拾
个か

年
過
訴
出
候

ハ
ゝ
取
上
無
之
事

右
二
个か

條
自
今
拾
个か

年
之
内
訴
出
候
ハ
ゝ
取
上
裁
断
有
之
候
右
年
数
過
候
分
ハ
取

上
無
之
事

右
之
通
村
々
ニ
而
可
相
心
得
者
也

幕
府
は
質
地
小
作
法
の
打
ち
合
せ
と
討
議
の
中
で
⑴
「
触
書
」、
⑵
「
書
付
」

そ
し
て
⑶
「
一
座
申
合
之
覚
」
を
次
々
と
纏
め
る
の
で
あ
る
。

⑴
評
定
所
の
「
触
書
」
は
次
の
内
容
と
な
る
。

『
寛
保
二
年
三
月
上
り
候
帳
面
之
内

元
文
二
巳
年

◯極
質
地
之
儀
ニ
付
触
書

◯発
質
地
之
儀
ニ
付
申
上
候
書
付
』

元
文
二
年
の
触
書
は
小
農
の
立
場
を
維
持
す
る
た
め
十
年
間
に
返
済
す
る
こ
と

を
義
務
づ
け
、
小
農
の
地
位
を
回
復
す
る
よ
う
擁
護
す
る
点
を
中
心
に
評
定
所
で

議
論
を
続
け
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
を
重
ね
て
質
地
小
作
法
の
骨
格
が
姿
を
表
わ
す
。
質
地
小
作
の

触
書
と
申
上
る
書
付
は
評
定
所
で
纏
め
ら
れ
て
吉
宗
に
提
出
さ
れ
る
。

『
伺
之
通
可
仕
旨
被
仰
聞
承
知
仕
候

巳
二
月
三
日

評
定
所
一
座

百
姓
田
畑
質
地
取
引
之
儀
村
方
五
人
組
帳
ニ
書
記
有
之
候
処
忘
却
仕
不
埒
之
証
文

を
以
奉
行
所
江
訴
出
候
を
有
之
候
付
取
上
不
申
候
依
之
田
畑
ニ
離
候
百
姓
も
御
座

候
間
左
之
通
触
知
ら
せ
置
可
然
奉
存
候
ニ
付
申
上
候

覚

一
名
主
加
判
無
之
質
地
云
々
ノ
件

此
儀
名
主
加
判
無
之
質
地
百
姓
共
相
対
ニ
而
ハ
倍
金
或
ハ
永
代
売
頼
納
売
等
ニ

准
候
』

質
地
小
作
法
の
骨
格
は
評
定
所
で
議
論
さ
れ
る
三
ヶ
条
を
中
心
に
纏
め
ら
れ

る
。
三
ヶ
条
と
は
①
名
主
、
五
人
組
の
加
印
の
こ
と
、
②
金
主
は
質
地
の
年
貢
、

使
役
の
義
務
を
果
す
こ
と
、
③
は
質
地
は
十
年
間
と
し
、
そ
の
間
借
金
を
返
済
す

る
な
ら
、
金
主
は
質
地
を
地
主
に
戻
す
こ
と
と
の
、
三
条
件
で
あ
る
。
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評
定
所
が
質
地
小
作
法
の
制
定
を
目
指
し
て
議
論
を
深
め
て
い
る
中
で
、
質

地
小
作
法
の
三
要
件
を
定
め
、
㈠
名
主
、
五
人
組
の
加
判
、
⑵
質
地
期
間
の

十
ヶ
年
間
の
設
定
、
㈢
そ
の
間
、
金
主
に
返
金
す
る
な
ら
、
質
地
を
地
主
に
戻

す
こ
と
を
金
主
に
義
務
づ
け
る
こ
と
等
を
定
め
、
質
地
小
作
法
の
骨
格
作
り
に

入
る
。
評
定
所
は
①
「
触
書
」、
②
「
書
付
」
を
経
て
、
③
「
質
地
出
入
一
座

申
合
之
覚
」
へ
と
議
論
を
深
め
る
が
、
次
に
「
一
座
申
合
之
覚
」
を
次
に
取
り

上
げ
る
。

『
③
質
地
出
入
一
座
申
合
之
覚

①
享
保
十
年
巳
八
月

一
質
地
之
本
証
文
取
上
無
之
分
之
小
作
滞
も
取
上
申
間
敷
事

享
保
十
一
年
午
六
月

一
別
小
作
人
小
作
滞
有
之
由
訴
出
候
時
日
切
済
方
申
付
候
得
共
日
切
ニ
も
不
相
済

候
得
者
小
作
人
身
代
限
ニ
申
付
其
も
の
所
持
之
田
畑
迄
為
相
渡
候
処
自
今
者
諸
道

具
之
分
ハ
不
残
相
渡
田
畑
者
小
作
金
之
多
少
ニ
応
し
年
数
限
金
主
方
江
為
相
渡
年

数
過
候
ハ
ゝ
小
作
人
江
相
返
候
様
ニ
可
申
付
候
但
小
作
人
所
持
之
田
畑
質
物
ニ
入

置
候
分
ハ
田
畑
持
不
申
も
の
同
前
ニ
諸
道
具
ハ
不
残
相
渡
さ
せ
家
屋
敷
ハ
渡
さ
せ

申
間
敷
候
尤
田
畑
不
致
所
持
も
の
ハ
勿
論
諸
道
具
計
為
相
渡
可
申
候
』

享
保
十
年
の
申
合
は
①
質
地
証
文
が
無
い
訴
訟
は
取
上
げ
な
く
て
も
い
い
こ

と
、
②
小
作
人
が
小
作
を
滞
と
ど
こ
お

る
な
ら
、
田
畑
と
伴
に
農
機
具
も
渡
す
こ
と
③
契

約
年
数
が
来
た
ら
、
金
主
は
土
地
を
返
却
す
べ
き
で
あ
る
。
等
の
三
点
を
申
合
わ

せ
る
。

②
享
保
十
一
年
七
月

『
一
評
定
所
一
座
其
外
重
キ
御
役
人
知
行
等
出
入
之
儀
ハ
伺
之
上
裁
許
申
付
候
得
共

質
地
出
入
者
裁
許
之
筋
兼
而
相
極
り
有
之
事
に
候
間
右
之
衆
中
知
行
百
姓
等
ニ
而

も
不
及
伺
可
致
裁
許
事
』

享
保
十
一
年
七
月
の
評
定
所
申
合
は
質
地
出
入
の
裁
許
は
為
す
べ
き
で
は
な
い

と
答
申
さ
れ
る
。

③
（
一
七
三
六

八
代
吉
宗
）

元
文
元
年
辰
九
月

『
一
享
保
十
四
年
以
来
質
地
証
文
名
主
加
印
又
ハ
名
所
等
無
之
質
地
難
立
分
者
書
入

ニ
准
し
候
筈
ニ
候
然
れ
ハ
質
地
証
文
年
季
掛
り
候
共
借
金
ニ
准
候
上
ハ
年
季
無
構

元
利
共
三
十
日
限
済
方
可
申
付
候

但
小
作
滞
之
儀
ハ
高
利
に
當
り
候
ハ
ゝ
是
又
一
割
半
之
利
足
ニ
直
可
申
付
事
』

元
文
元
年
の
質
地
小
作
の
申
合
せ
は
質
地
証
文
に
名
主
、
五
人
組
の
加
印
無

く
、
欠
落
し
て
い
る
な
ら
、
証
文
は
無
効
と
な
る
。

尚
、
小
作
滞
り
の
償つ
ぐ
な

い
は
一
割
半
の
利
足
に
直
し
て
申
付
け
る
こ
と
と
す
る
。

『

右
之
通
評
定
所
一
座
評
議
之
上
相
極

質
地
出
入
一
座
申
合
之
覚

享
保
十
年
八
月

○
一
質
地
之
本
証
文
云
々
元
文
三
年
ノ
条
文
ニ
同
シ

享
保
十
一
年
六
月

一
別
小
作
人
小
作
滞
在
之
由
云
々
同
上

享
保
十
一
年
七
月

一
評
定
所
一
座
其
外
重
キ
云
々
同
上

享
保
十
一
年
八
月

一
質
地
年
季
之
内
不
請
返
候
ハ
ゝ
流
地
可
致
旨
之
文
言
證
文
ニ
書
入
置
年
季
明
規
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定
過
請
房
之
儀
地
主
願
出
候
共
取
上
申
間
敷
候
事
』

享
保
期
の
質
地
小
作
の
評
議
は
十
年
で
請
返
す
か
ど
う
か
が
基
本
の
問
題
と
し

て
議
論
さ
れ
続
け
た
。
結
局
、
小
農
保
護
の
観
点
か
ら
十
年
で
借
金
返
済
す
れ

ば
、
地
主
の
小
農
は
金
主
か
ら
土
地
の
返
却
を
受
け
戻
せ
る
こ
と
に
纏
め
る
。

尚
、
小
作
滞
り
の
処
罰
と
責
任
は
取
上
げ
な
い
こ
と
に
申
合
せ
て
い
る
。

『
元
文
元
年
九
月

一
享
保
十
四
年
以
来
云
々
元
文
三
年
一
條
文
ニ
同
シ

右
之
通
云
々
同
上

質
地
出
入
取
捌
之
事

一
質
地
本
証
文
取
上
無
之
文
小
作
滞
も
取
上
不
申
事

一
別
小
作
者
日
限
済
方
申
付
候
上
不
相
済
候
ハ
ゝ
身
代
限
可
申
付
事

一
重
御
役
人
評
定
所
一
座
知
行
所
出
入
も
質
地
之
文
ハ
不
及
伺
裁
許
可
申
付
事

一
名
主
加
印
又
ハ
名
印
無
之
享
保
十
四
年
以
来
之
質
地
証
文
ハ
書
入
借
金
ニ
准
日

限
済
方
可
申
付
事
』

評
定
所
の
申
合
せ
の
件
は
㈠
質
地
証
書
の
件
、
㈡
小
作
料
滞
の
件
、
㈢
質
地

年
季
の
件
、
㈣
質
地
流
れ
の
件
等
を
中
心
に
打
合
せ
を
し
て
、
質
地
小
作
法
の

骨
格
条
項
に
つ
い
て
検
討
を
積
み
重
ね
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
評
定
所
は
質

地
に
関
す
る
裁
許
を
認
め
な
い
方
針
で
あ
る
こ
と
を
全
員
一
致
し
て
決
め
る
の

で
あ
る
。
そ
の
上
、
質
地
証
文
の
無
い
訴
訟
、
ま
た
は
小
作
料
滞
り
の
訴
訟
も

取
り
上
げ
な
い
こ
と
を
申
合
せ
る
。

『
(一
七
三
七

八
代
吉
宗
)

元
文
二
年

質
地
之
儀
ニ
付
触
書

右
三
个か

條
之
儀
并
田
畑
永
代
売
買
又
ハ
地
主
よ
り
年
貢
諸
役
を
不
勤
質
地
之
類

者
前
々
よ
り
御
停
止
ニ
而
村
方
五
人
組
帳
ニ
書
記
有
之
処
右
之
通
之
不
埒
之
證
文

を
以
訴
出
候
も
有
之
候

自
今
五
人
組
帳
名
主
庄
屋
等
よ
り
大
小
之
百
姓
等
江

度
々
為
読
聞
不
致
忘
却
様
可
仕
事
』

（
前
掲
書
⚓
⚒
⚑
頁
)

享
保
年
間
に
評
定
所
で
の
議
論
は
元
文
二
年
に
「
質
地
ノ
儀
ニ
付
触
書
」
と

「
質
地
ニ
付
申
上
書
」
と
し
て
纏
め
ら
れ
、「
質
地
之
儀
ニ
付
触
書
」
に
纏
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
元
文
二
年
で
結
末
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

吉
宗
が
八
代
将
軍
に
就
任
す
る
と
関
東
八
カ
国
を
中
心
に
す
る
質
地
流
れ
に

よ
る
訴
訟
、
農
民
騒
動
に
対
し
、
吉
宗
は
土
地
永
代
売
買
禁
止
法
に
反
し
な
い

範
囲
で
質
地
小
作
法
の
制
定
に
取
り
組
む
の
で
あ
る
。
質
地
小
作
法
の
最
大
の

問
題
点
は
質
地
期
間
の
長
さ
に
係
わ
る
点
で
あ
り
、
二
十
年
に
す
る
か
或
い
は

十
ヶ
年
に
す
る
か
の
二
者
択
一
の
点
で
争
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

此
儀
享
保
元
申
年
江
年
季
掛
候
質
地
出
入
者
取
上
有
之
候
申
年
以
前
之
分
ハ
取

上
無
之
旨
享
保
八
卯
年
御
触
御
座
候
然
ル
所
享
保
元
申
年
よ
り
最
早
年
数
貳
拾
ヶ

年
余
相
立
手
入
等
仕
候
得
者
年
数
経
候
而
者
質
地
取
候
も
の
迷
惑
仕
其
上
前
々
よ

り
右
之
類
拾
箇
年
以
前
之
文
ハ
願
出
候
而
も
取
上
不
申
候
間
旁
書
面
之
通
年
数
相

縮
メ
可
然
奉
存
候

以
上
の
質
地
小
作
法
の
準
備
に
多
く
時
間
を
要
し
た
が
、
質
地
期
間
の
流
れ

は
十
ヶ
年
過
ぎ
の
説
を
取
り
、
二
十
年
説
を
排
す
る
の
で
あ
る
。

(28)(29)
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老
中
は
評
定
所
の
審
議
に
加
わ
り
、
決
定
に
大
き
な
権
限
を
有
す
る
。
評
定

所
は
司
法
・
立
法
そ
し
て
行
政
の
三
権
を
有
す
る
幕
府
の
最
高
決
定
機
関
で
あ

り
、
主
に
各
奉
行
所
、
大
目
付
、
若
年
寄
と
か
ら
な
り
、
次
の
幕
府
の
意
志
決

定
機
関
と
な
る
。

図
表
-37
の
評
定
所
は

幕
府
の
老
中
を
筆
頭
に
若

年
寄
、
奉
行
、
大
目
付
等

を
中
心
に
組
織
さ
れ
、
将

軍
の
参
加
も
踏
ま
え
主
に

現
地
奉
行
を
中
心
と
し
て

「
質
地
出
入
」
の
裁
許
に

つ
い
て
ケ
ー
ス
・
ス
タ

デ
ィ
す
る
の
で
あ
る
。

質
地
小
作
制
の
狙
い

は
、
徳
川
幕
府
の
財
政
基

盤
で
あ
る
三
千
万
石
の
年

貢
を
定
期
的
に
達
成
し
続

け
る
こ
と
で
あ
り
、
年
貢

負
担
を
担
う
小
農
層
の
健

全
強
化
を
計
る
こ
と
で
あ

る
。

幕
府
が
中
世
豪
農
層
の
分
附
作
人
を
小
農
層
へ
独
立
さ
せ
る
農
業
政
策
の
確

立
に
力
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。
既
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
世
田
谷
郷
は
中
世
の
戦

国
大
名
へ
成
長
し
た
吉
良
家
の
領
国
と
し
て
発
展
し
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
小
田

原
城
攻
め
に
よ
っ
て
吉
良
家
の
家
臣
団
の
在
郷
化
を
一
挙
に
促
す
の
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
世
田
谷
郷
へ
の
家
臣
団
の
在
郷
化
は
中
世
的
豪
農
層
の
発
展
を

一
般
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
吉
良
家
家
臣
団
の
在
郷
化
は
徳
川
家
康
の
江

戸
開
府
以
降
、
世
田
谷
郷
の
豪
農
層
と
小
農
層
と
の
二
重
構
造
を
発
展
さ
せ
る

過
渡
期
を
生
じ
さ
せ
る
。

㈢

吉
宗
の
小
農
政
策

徳
川
幕
府
は
家
康
の
将
軍
職
を
漸
次
世
襲
化
さ
せ
て
近
世
の
純
粋
封
建
制
へ

移
行
す
る
に
連
れ
、
小
農
＝
本
百
姓
を
中
心
と
す
る
近
世
村
落
制
を
発
達
さ

せ
、
三
千
万
石
の
年
貢
を
定
期
的
に
納
付
す
る
こ
と
で
二
百
六
十
年
余
の
長
期

政
権
と
な
る
世
界
史
の
中
で
特
異
な
発
展
を
成
し
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
徳
川
幕
府
は
小
農
政
策
を
基
本
の
農
業
政
策
の
中
枢
に
据

え
、
次
の
資
料
の
よ
う
に
小
農
＝
本
百
姓
層
の
発
展
に
力
を
注
ぐ
こ
と
と
な
る
。

一

農
奴
解
放
＝
小
農
層
創
出
過
程

世
田
谷
郷
下
馬
引
沢
村
は
、
新
し
く
小
農
＝
本
百
姓
の
独
立
を
認
め
る
「
前

地
名
舞
帳
」
を
次
の
よ
う
に
開
示
す
る
。

(一
六
八
八

五
代
綱
吉
)

元
禄
元
年
二
月

前
地
名
舞
帳

下
馬
引
沢
村

前
地
名
舞
者

平
右
衛
門

三
郎
左
衛
門

又
兵
衛

金
左
衛
門

門
左
衛
門

十
右
衛
門

(28)(29)
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図表-37 徳川幕府の評定所組織

小
普
請
奉
行

普
請
奉
行

行
事
奉
行

勘
定
奉
行

江
戸
町
奉
行

大
目
付

大
坂
城
代

京
都
所
司
代

奏
者
番

寺
社
奉
行

若
年
寄 評

定
所
の
メ
ン
バ
ー

老
中

将
軍
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金
兵
衛

権
兵
衛

伊
右
衛
門

松
左
衛
門

十
三
郎

五
兵
衛

半
右
衛
門

宇
兵
衛

又
右
衛
門

惣
〆
拾
六
人

辰
二
月
吉
日

名
主

右
近
殿

同

庄
左
衛
門

右
之
名
前
者
、
正
徳
二
年
辰
年
ゟ
本䀝

百䀝

姓䀝

と䀝

定䀝

、
御
願
上
被
下
あ
り
か
た
く
奉
存

候
、
然
上
者
村
並
御
割
次
第
御
年
貢
諸
役
出
銭
等
御
勤
可
被
候
、
御
公
儀
様
御
法

度
不
及
申
、
村
子
御
さ
法
な
に
に
と
も
相
そ
む
か
せ
申
間
敷
候
事
、
為
後
日
の
前

地
証
文
仍
而
如
件

一
七
一
二

正
徳
二
年
辰
二
月

御
名
主
様

御
年
寄
様

御
組
頭

御
百
姓
代

（『
世
田
谷
区
史
料
』
第
四
巻
89
頁
)

㈣

小
農
層
の
土
地
と
屋
敷
と
の
ワ
ン
セ
ッ
ト
世
襲
化
政
策

八
代
吉
宗
は
小
農
政
策
の
基
本
と
し
て
㈠
田
畑
の
一
町
歩
の
分
割
を
禁
止

し
、
一
町
歩
（
＝
高
拾
石
）
小
農
層
の
自
立
的
発
展
と
独
立
性
を
次
の
よ
う
に

布
告
す
る
。

(一
七
二
一
・
八
代
吉
宗
)

享
保
六
年
七
月

田
畑
配
分
之
定

高
拾
石

地
面
壹
町

右
之
定
よ
り
す
く
な
く
分
候
儀
停
止
た
り
尤
分
方
ニ
不
限
残
り
高
も
此
定
よ
り
す

く
な
く
残
へ
か
ら
す
然
る
上
ハ
高䀝

弐䀝

拾䀝

石䀝

地
面
二
町
よ
り
す
く
な
く
田
地
持
ハ
子

供
を
始
諸
親
類
之
内
江
田
畑
配
分
不
罷
成
候
間
厄
介
人
有
之
者
ハ
在
所
ニ
而
耕
作

之
働
ニ
而
渡
世
致
さ
せ
或
は
相
応
之
奉
公
人
ニ
可
差
出
事

（「
徳
川
禁
令
考
」
第
五
帙
⚒
⚖
⚖
頁
)

㈤

幕
府
の
近
世
村
落
構
造
＝
小
農
層
と
結
ぶ
五
人
組
制

幕
府
は
小
農
層
の
住
む
村
落
共
同
体
を
年
貢
収
納
単
位
と
し
て
位
置
づ
け
、

年
貢
の
自
主
的
出
納
を
義
務
付
け
る
一
方
、
自
立
的
村
落
経
営
を
課
し
、
小
農

＝
本
百
姓
の
自
立
＝
独
立
性
を
認
め
る
。
小
農
層
と
近
世
村
落
と
の
共
存
共
栄

は
五
人
組
と
村
役
人
の
行
政
課
題
と
し
て
徳
川
幕
府
の
農
業
政
策
の
中
心
課
題

と
し
て
次
の
農
業
立
法
の
制
定
と
な
る
。

○
効
野
専
耕
者
諸
法
度

ῪΎῬ
之
要
約

○
五
人
組
帳
前
書
之
事

一
大
小
之
百
姓
五
人
組
を
究
置
、
五
人
組
之
内
ニ
而
御
法
度
ニ
相
背
カ
ズ
候
事

一
御
年
貢
之
儀
一
件
堅
ク
守
ル
ベ
キ
事

一
名
主
百
姓
印
形
之
儀
自
分
ニ
而
替
申
間
鋪
事

一
堤
川
除
并
堀
御
普
請
之
儀
勘
定
之
印
形
取
置
可
申
事

一
御
年
貢
皆
済
之
判
形
致
置
可
申
事

一
田
畑
永
代
売
買
之
儀
兼
テ
御
法
度
ニ
被
仰
付
候
通
堅
く
相
守
永
代
売
買
一
切
仕

間
敷
候
事
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一
田
地
屋
敷
年
季
を
定
質
物
ニ
入
金
銀
預
り
候
ハ
ゝ
名
主
五
人
組
加
判
之
證
文
取

之
所
持
可
申
候
勿
論
年
季
ハ
拾
年
を
か
き
り
永
年
季
ニ
書
入
申
間
敷
候
田
地
質
物

書
入
候
儀
双
方
合
點
致
候
而
可
埓
明
儀
を
名
主
五
人
組
私
曲
を
構
へ
証
文
ニ
加
判

不
任
相
滞
迷
惑
仕
候
ハ
ゝ
其
段
可
申
上
候
名
主
五
人
組
無
加
判
相
判
相
対
ニ
而
證

文
仕
候
ハ
ゝ
双
方
曲
事
ニ
可
被
仰
付
候
事

一
小䀝

百䀝

姓䀝

退䀝

転䀝

致䀝

候䀝

跡䀝

之䀝

田䀝

地䀝

を䀝

持䀝

添䀝

ニ䀝

致䀝

候䀝

事䀝

御䀝

法䀝

度䀝

之
旨
年
來
被
仰
出
候
通

奉
得
其
意
候
前
々
よ
り
百䀝

姓䀝

一䀝

軒䀝

分䀝

之
跡
ハ
死
失
候
共
百
姓
を
仕
付
一䀝

軒䀝

分䀝

之䀝

跡䀝

を䀝

立䀝

可
申
候
郷
中
之
は
か
ら
ひ
に
不
羅
成
候
ハ
ゝ
家䀝

屋䀝

敷䀝

田䀝

地䀝

共
ニ
書
立
訴
之
御

差
図
を
請
可
申
候
無
其
儀
家
を
こ
わ
し
取
或
は
四
壁
之
竹
木
を
き
り
荒
或
ハ
其
者

之
田
地
持
添
致
一䀝

軒䀝

分䀝

之䀝

百䀝

姓䀝

跡
を
潰
し
候
ハ
ゝ
何
様
之
曲
事
ニ
も
可
被
仰
付
勿

論
相
背
申
者
御
座
候
ハ
ゝ
五
人
組
之
内
よ
り
早
速
可
申
上
候
事

一
御
朱
印
御
伝
馬
并
人
足
之
儀
少
も
無
滞
急
度
相
立
可
申
候
惣
而
馬
次
之
宿
々
ハ

従
御
公
儀
様
諸
事
被
仰
付
候
御
法
度
之
趣
相
守
御
定
之
人
馬
退
転
無
之
様
仲
間
二

而
吟
味
仕
人
馬
無
遅
滞
相
立
可
申
候
往
還
之
衆
昼
夜
に
か
き
ら
す
泊
り
之
節
ハ
或

ハ
旅
篭
或
ハ
木
銭
ニ
而
も
宿
借
し
申
候
上
ハ
少
も
手
支
不
申
候
様
走
廻
り
駄
賃
木

銭
御
定
之
外
増
銭
取
立
申
間
敷
候
勿
論
往
還
之
衆
江
馬
士
共
慮
外
不
仕
候
様
常
々

申
附
事

一
名
主
百
姓
名
田
畑
持
候
大
積
名
主
貳䀝

拾䀝

石䀝

以䀝

上䀝

百䀝

姓䀝

八䀝

拾䀝

石䀝

以䀝

上䀝

夫䀝

よ䀝

り䀝

内䀝

持䀝

候䀝

も䀝

の䀝

ハ䀝

石䀝

高䀝

猥䀝

二䀝

分䀝

申䀝

間䀝

敷䀝

旨䀝

被䀝

仰䀝

渡䀝

奉䀝

畏
候
若
相
背
申
候
ハ
ゝ
何
様
之
曲
事

ニ
も
被
仰
付
事

一
田
畑
質
地
證
文
名
主
加
判
無
之
證
文
又
ハ
名
主
置
候
質
地
ハ
相
名
主
年
寄
組
頭

等
之
役
人
加
判
無
之
證
文
其
外
地
主
よ
り
年
貢
諸
役
を
不
勤
質
地
之
類
ハ
前
々
よ

り
御
停
止
候
処
右
之
通
不
埓
成
証
文
を
以
訴
出
候
も
有
之
間
彌
質
地
証
文
相
極
候

節
入
念
右
躰
之
儀
無
之
様
可
仕
旨
被
仰
渡
奉
畏
候
事

一
(一
七
一
六

八
代
吉
宗
)

享
保
元
申
年

以
来
年
季
明
候
質
地
ハ
年
季
明
拾
箇
年
過
訴
出
候
ハ
ゝ
御
取

上
無
之
候
并
金
子
有
合
次
第
可
請
返
旨
証
文
ニ
有
之
質
入
之
年
よ
り
拾
箇
年
過
訴

出
候
ハ
ゝ
御
年
上
無
之
旨
被
仰
渡
奉
畏
候
事

仰
渡
奉
畏
候
事

右
御
法
度
之
惣
御
箇
条
之
趣
村
方
ニ
而
も
写
置
毎
月
壹
度
宛
惣
百
姓
共
名
主
所
江

寄
合
為
読
聞
被
仰
付
候
通
急
度
相
守
可
申
候
若
違
反
仕
候
者
有
之
候
ハ
ゝ
何
様
之

曲
事
ニ
も
可
被
仰
付
候
為
其
名
主
年
寄
五
人
組
連
印
之
一
札
差
上
申
候
仍
如
件

年
寄

名
主

伊
奈
半
左
衛
門
様御

役
所

「
効
野
専
耕
者
諸
法
」
と
「
五
人
組
帳
前
書
之
事
」
と
は
小
農
＝
本
百
姓
と

五
人
組
と
は
近
世
村
落
の
年
貢
義
務
の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
本

百
姓
＝
小
農
の
耕
作
す
る
米
は
五
人
組
に
よ
っ
て
幕
府
へ
収
納
す
る
義
務
を
負

い
、
近
世
村
落
の
自
立
基
盤
と
な
り
、
小
農
─
五
人
組
─
幕
府
の
縦
関
係
と
支

配
関
係
の
中
枢
と
な
る
。
さ
ら
に
、
近
世
村
落
は
小
農
＝
本
百
姓
の
一
町
歩
と

そ
の
家
屋
敷
の
一
対
と
を
世
襲
す
る
近
世
的
単
婚
家
族
制
と
に
支
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
八
代
吉
宗
は
幕
府
の
六
公
四
民
、
或
い
は
五
公
五
民
に
由
る
重
い
年

貢
負
担
と
天
然
災
害
に
加
重
さ
れ
る
飢
饉
に
よ
っ
て
零
細
化
し
て
土
地
を
質
地

に
す
る
没
落
し
つ
つ
あ
る
小
農
層
＝
本
百
姓
を
質
地
小
作
人
と
し
て
十
年
間
の

間
に
元
の
本
百
姓
＝
小
農
層
へ
回
復
す
る
機
会
と
な
る
べ
く
質
地
小
作
制
を
導

入
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
質
地
小
作
制
は
近
世
村
落
の
五
人
組
と
名
主
の
責
任
の

下
で
十
ヶ
年
間
運
営
さ
せ
、
そ
の
間
に
借
金
を
返
し
て
本
百
姓
＝
小
農
へ
復
帰

す
る
機
会
を
与
え
る
小
農
政
策
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
は
吉
宗
の
質
地
小
作
制
に

よ
っ
て
小
農
層
の
保
護
育
成
に
功
を
遂
げ
、
中
興
の
祖
と
な
る
。
吉
宗
は
一
町

歩
以
下
へ
の
土
地
分
割
を
禁
止
し
て
小
農
層
の
保
護
に
努
め
、
年
貢
額
と
年
貢
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率
の
定
期
維
持
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。

結

び

㈠
日
本
の
封
建
制
は
世
界
史
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
、
ど
う
特
色
づ
け

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
う
し
た
世
界
史
の
中
で
の
日
本
封
建
制
の
比
較
史

研
究
は
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
研
究
の
成
果
が
注
目
さ
れ
る
こ
と

は
、
稀
で
あ
り
、
成
果
も
少
な
い
。
一
時
、
講
座
派
と
労
農
派
と
の
日
本
資
本

主
義
論
争
が
日
本
封
建
制
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
少
数
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
論
争
の
中
で
大
塚
久
雄
を
中
心
と
す
る
大
塚
史
学
が

比
較
経
済
史
の
立
場
か
ら
日
本
の
近
代
化
論
と
し
て
欧
米
と
の
比
較
史
研
究
を

進
め
た
の
で
あ
っ
た
。

大
塚
久
雄
は
「
欧
州
経
済
史
序
説
」
で
イ
ギ
リ
ス
を
取
り
あ
げ
、
イ
ギ
リ
ス

絶
対
王
政
か
ら
市
民
革
命
を
経
て
近
代
資
本
主
義
の
成
立
を
研
究
す
る
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
塚
久
雄
は
イ
ギ
リ
ス
史
と
日
本
史
と
の
比
較
史
研
究
よ

り
む
し
ろ
南
北
比
較
史
研
究
を
進
め
、
世
界
史
に
於
け
る
南
の
後
進
国
を
北
の

先
進
国
と
比
較
研
究
す
る
こ
と
に
転
じ
た
。

大
塚
史
学
が
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
に
お
い
て
日
本
を
位
置
づ
け

て
い
た
ら
、
日
本
史
研
究
は
世
界
史
の
中
で
中
心
的
研
究
と
し
て
比
較
さ
れ
、

体
系
化
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
大
塚
久
雄
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
改
革
と
資
本
主
義

と
の
内
的
関
連
性
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
近
代
資
本
主
義
の
内
的
宗

教
倫
理
と
人
間
類
型
と
の
史
的
分
析
の
研
究
に
転
じ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
取
り
上
げ
る
小
農
論
は
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
マ
ン
リ
ー
層
に
対
応
し

て
、
近
世
封
建
社
会
の
担
い
手
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
封
建
的
農
民

層
と
し
て
徳
川
幕
府
の
滅
亡
と
共
に
姿
を
消
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
時
代
か

ら
大
正
期
に
成
立
す
る
寄
生
地
主
制
下
の
小
作
人
は
江
戸
時
代
の
小
農
層
の
系

譜
を
引
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

逆
に
、
中
世
か
ら
近
世
に
眼
を
向
け
て
見
る
と
、
近
世
の
小
農
層
は
ど
こ
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
八
代
将
軍
吉
宗
が
質
地
小
作
法

の
制
定
に
乗
り
出
す
が
、
こ
の
新
し
い
質
地
小
作
人
と
は
ど
う
い
う
農
民
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

徳
川
時
代
の
小
農
層
研
究
は
多
く
近
世
村
落
、
或
い
は
単
婚
制
家
族
形
態
と

の
関
連
で
行
わ
れ
、
一
町
か
ら
一
反
の
農
民
層
の
分
布
を
以
っ
て
小
農
層
の
成

立
と
し
て
論
証
し
て
い
る
。

と
す
る
な
ら
、
近
世
村
落
の
主
体
と
な
る
近
世
小
農
層
は
中
世
の
時
代
か
ら

徳
川
幕
府
の
近
世
へ
ど
う
や
っ
て
移
行
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
の
中
心
課
題
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
に
お
け
る
近
世
小
農
層
を
中

世
豪
農
層
の
分
附
作
人
＝
譜
代
下
人
の
小
農
層
へ
独
立
す
る
農
奴
解
放
に
求
め

て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
黒
死
病
の
流
行
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
小
農
層

（
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
マ
ン
リ
ー
）
の
広
汎
な
成
立
に
よ
っ
て
中
世
か
ら
近
世
へ

の
移
行
と
な
る
。

本
論
文
で
は
、
多
摩
郡
世
田
谷
郷
に
お
け
る
小
農
層
の
形
成
を
主
題
に
し
て

分
析
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
戦
国
時
代
か
ら
近
世
時
代
へ
の
移
行

は
、
小
田
原
城
の
北
條
氏
の
豊
臣
秀
吉
に
依
る
攻
撃
で
亡
び
る
と
、
世
田
谷
郷

を
中
心
と
す
る
北
條
氏
の
戦
国
大
名
で
あ
る
吉
良
氏
と
そ
の
家
臣
団
は
在
村
化

し
、
豪
農
層
と
し
て
農
業
経
営
に
従
事
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
世
田
谷
郷
は
吉
良
家
家
臣
団
の
在
地
化
に
よ
っ
て
豪
農
層
の
支
配
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す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
徳
川
家
康
は
世
田
谷
郷
の
検
地
に
よ
っ
て
豪
農
層
と
小

農
層
の
共
存
す
る
過
渡
的
村
落
構
造
を
検
証
す
る
。
そ
の
典
型
的
豪
農
層
支
配

村
は
下
野
毛
村
で
あ
る
。
他
方
、
世
田
谷
村
は
豪
農
層
と
小
農
民
層
と
の
均
衡

型
村
落
と
し
て
展
開
す
る
。

徳
川
幕
府
の
小
農
層
育
成
政
策
は
漸
次
、
豪
農
＝
分
附
作
人
＝
下
人
を
小
農

民
へ
解
放
し
、
独
立
さ
せ
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
す
。

徳
川
幕
府
の
中
期
に
な
る
と
、
知
行
所
、
代
官
は
重
い
年
貢
負
担
の
た
め
に

漸
次
困
窮
化
す
る
小
農
民
を
救
済
す
る
た
め
、
質
地
を
奨
励
し
て
質
地
小
作
人

の
増
加
を
も
た
ら
し
、
且
つ
訴
訟
を
引
き
起
こ
し
て
社
会
事
件
と
化
す
る
。

関
東
を
中
心
と
す
る
質
地
問
題
は
徳
川
幕
府
の
純
粋
封
建
制
の
没
落
を
引
き

越お
こ

す
全
般
的
危
機
を
孕
む
の
で
あ
る
。
幕
府
の
危
機
と
小
農
層
の
質
地
問
題
と

を
解
決
す
る
こ
と
は
徳
川
幕
府
の
危
機
を
救
う
こ
と
と
な
る
が
、
質
地
小
作
制

を
制
定
す
る
吉
宗
は
幕
府
の
危
機
を
救
い
、
こ
の
結
果
、
幕
府
の
中
興
の
祖
と

な
る
。

評
定
所
と
質
地
問
題
の
解
決
策
を
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
検
討
す
る
中
で
、
吉

宗
は
質
地
小
作
制
の
解
決
を
図
り
、
質
地
か
ら
小
農
層
を
解
放
す
る
こ
と
で
、

徳
川
幕
府
の
発
達
に
全
力
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。
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